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１－１ 

１ 調査の目的と範囲 

１．１ 調査の目的 

県・市町が一体となって効率的に電子自治体の構築を進めるため、市町のニーズと情

報化の実態を把握し、システムの共同運営化に向けて必要となる経費や開発運用体制に

ついて調査検討する。 

 

１．２ 調査スケジュール 

本調査の期間は、平成１４年６月～１５年２月 である。 

本調査のスケジュールを図１．２－１に示す。 

 

図１．２－１ 調査スケジュール 

6月

●動向調査 ●運営方式、体制検討
●事例調査 ●システム化検討
●ニーズ調査、対象業務検討●業務、様式の標準化検討●条例・規則の改定検討 ●精査

調査項目抽出

△
中間報告書
提出

市町アンケート調査

市町インタビュー調査

△
最終報告書
納品

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

 

１．３ 調査の対象と範囲 

（１） 調査対象 

兵庫県下８８市町を調査対象とし、アンケート調査を実施する。 

上記８８市町から代表的な１０市町を選定し、個別のインタビュー調査を実施する。 

 

（２） 調査範囲 

ア 市町ニーズの把握 

共同で運営・システム化すべき業務（申請・届出手続、入札・調達、施設予約、

その他）について、市町のニーズ及び業務量の把握を行い、共同で運営するシス

テムの対象業務の選定を行う。 

また、市町の共同運営システムへの参加の意向調査を行う。 



１－２ 

イ 情報化の実態調査 

各市町が共同運営システムを利用するための情報基盤整備状況を調査する。 

（調査項目） 

○ 庁内ＬＡＮ、パソコンの整備状況 

○ 事務のシステム化の進展状況 

○ 情報システムの運営体制 

○ 今後の情報化計画  等 

ウ 先進事例の調査 

他府県が共同運営システムの構築に先進的に取り組んでいる事例を調査す

る。 

（調査項目） 

○ 共同化のための組織 

○ 共同で取り組むシステムの内容 

○ 市町村の参加状況 

○ 開発・運営体制 

○ 必要経費と負担方法 

○ 構築スケジュール  等 

エ PKG 製品の調査 

民間事業者が開発した自治体向けパッケージ製品や既存の自治体で利用され

ているシステムについて、そのシステムの利用可能性、利用する場合に生ずる問

題点、利用可能な場合の費用等について調査する。 

オ 共同運営システムの整備・運用方法の検討 

共同で運営するための対象業務、運営体制、費用負担の方法、費用対効果、

制度上の問題点、設置場所等について検討する。 

カ 共同運営システムの検討 

共同運営システムに必要なハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの概要を

策定し、共同運営体制別に開発・運用経費の積算を行う。 

（検討項目） 

○ システム化対象業務の選定 

○ システム化機能の検討 

○ システム構成の検討 

○ ネットワーク構成の検討 

○ セキュリティに関する検討 

（概算経費の算定） 

○初期導入経費 

○運用経費 



２－１ 

２ 動向調査 
２．１ 調査の目的  
現在、国のＩＴ戦略本部において制定された「e-Japan 重点計画」に則り、総合行政ネ

ットワークや住民基本台帳ネットワークシステム等、電子自治体の実現に向けた様々

な情報通信基盤の整備が進められている。 

また平成１４年７月の行政手続の電子化推進に関するアクション・プランでは行政手

続のオンライン化実施時期の前倒し計画が公表された。 

このような流れの中で、地方自治体にも「電子自治体」の実現に向けた情報化施策の推

進が要請されている。 

本章では、地方自治体が電子自治体を推進していく上で重要な関連団体の取り組み、

法制度、関連技術、また先行自治体の事例について調査を行った。 

 

 

図２．１－１ 電子自治体の推進に影響を与える要素 

IT化の進展状況 à2.2

関連府省の実証実験等の取組み状況は推進計画の方
針やスケジュールに影響を与え、公開された標準仕
様書はシステム方式を検討の大きな要素となる
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２－２ 

２．２ ＩＴ化の進展状況  
（１） ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－２００２ 
平成１４年６月、ＩＴ戦略本部は「e-Japan重点計画」（平成１３年３月に策定）の見直し

を行い、新たに「e-Japan 重点計画-2002」を策定した。 

 

【重点政策分野】 

・ 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成 

いつでもどこでも接続できる、十分な伝送容量を備えたネットワーク環境を目指し、

設備ベースの競争と多様なネットワーク構築を促進する。その際に、安価なサービス

が提供されるとともに、高い品質と信頼性を兼ね備えたものにすることが必要である。 

・ 教育及び学習の振興並びに人材の育成 

ＩＴを主体的・積極的に活用する環境を醸成するとともに、国際競争力の強化や、ブ

ロードバンド化等の時代の変化へ的確に対応するため、「ＩＴ人づくり」を推進する。 

・ 電子商取引等の促進 

電子商取引市場の着実な拡大に向けて、必要な環境整備を行うとともに、ネットワー

ク上を流通するコンテンツの飛躍的な増大を目指して、知的財産権の適正な保護・利

用のための環境整備を行う。また、事業者における経営の効率化や経営革新等を促

すため、事業活動における積極的なＩＴ活用を促進する。 

・ 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術に活用の推進 

国・地方を通じた行政情報化の総合的・一体的推進を図るため、行政手続全般にわ

たるオンライン化、手続の簡素化・合理化等を実施する。電子自治体に関しては、国と

歩調を合わせた行政の情報化を進めるよう地方公共団体の取り組みを支援する。 

一方、公共分野に関しては、国民生活に密接に関係する施策の充実を図るとともに、

民間における利用促進を図るための環境整備を行う。 

・ 高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保 

サイバーテロ対策等の国際的な取組のほか、電子政府の前倒し実現、電子自治体

の推進への対応、国民が安心してネットワークを利用できるような環境整備について

重点的に進める。 

参考 URL http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/020618honbun.pdf 

                              （ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－２００２－） 



２－３ 

（２） 分野別取り組み状況 
ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画等を受け、ネットワーク整備、申請・届出、認証等につき、各省に

おいて具体的取り組みが展開されている。 

 

ア 電子申請システム 
（ア）電子自治体推進パイロット事業（Ｈ１４．２） 

・ 実験期間：平成１４年２月１日～平成１４年２月２０日 

・ 方式：共同利用型（深川市、葛尾村、浦安市、小田原市、横須賀市、藤沢市、

大垣市、岡山市） 

・ 運営：財団法人地方自治情報センター  

・ 対象業務：住民票交付、印鑑登録証明、外国人登録記載事項証明、納税証明、

乳幼児医療、保育所入所、畜犬管理、市営駐輪場利用申請、救急救命士講習

申込、成人学校受講申込、指名業者登録、道路占用許可 

・ その他：本人確認や交付物、手数料受領は窓口にて行われた。添付資料につ

いては、一部業務において電子データを添付して実施された。 

また、平成１４年１２月２日から平成１５年１月３１日まで、三鷹市を追加し、各種認

証基盤、決済基盤および他の申請システムとの接続実験と評価を行う実証実験が

行われた。 

今後、平成１５年度目途にＡＳＰ方式の有効性を検証する計画を立てている。 

参考 URL http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/rdd/pilot13.htm 

（ＬＡＳＤＥＣ 平成１３年度パイロット事業報告書） 

 

（イ）汎用受付システムの調達の参考資料（共同利用の場合）（Ｈ１４．３） 
・ 平成１３年度の実証実験の結果が基となっており、地方公共団体が機器等の調

査を行う場合の参考資料として総務省より提示された。 

・ コンピュータ製品およびシステム構築のための技術的要件が中心であり、各地

方公共団体ではシステム化対象業務、データ量等の個別要件を加味する必要

がある。 

・ 「地方公共団体における申請・届出等手続きに関する汎用受付システムの基本

仕様」についても同じ時期に公開されており、調達の参考資料と整合のとれたも

のとなっている。 

・ 平成１４年８月には改定第１版が公開され、主に決済基盤についての記述や導

入形態の在り方（資料編）が追加された。 

・ 平成１４年１２月には改定第2版が公開され、主に電子申請システムの各機能や

他申請システムとの連携機能、ナビゲーションシステムの画面遷移イメージが追

加された。 



２－４ 

【汎用受付システムで提供するサービス範囲】 

Ａ 申請／届出：申込書の取得／送信機能 

・ 公文書取得機能として電子許可証の発行が可能 

・ 納付情報登録／通知機能としてＭＰＮが明示 

・ 認証の記述は曖昧 

Ｂ 施設予約：予約／照会／抽選機能／納付機能 

Ｃ 情報公開：情報提供、メルマガ、提示板等 

参考 URL http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/rdd/elg/k-2-1412.htm  
（汎用受付システム調達の参考資料（共同方式の場合）改定第二版） 

 
（ウ）旅券関連申請手続の電子化 
外務省は、旅券関連の電子化の方針として、地方公共団体による公的個人認証

サービス、および申請・届出等手続に関する汎用システムを活用した一般旅券申請

等の一部オンライン化を平成１５年度に実施する。 

添付証明書類のうち住民票の提出については住民基本台帳ネットワークの利用

にて代替する。 

なお、国外における一般旅券申請、公用旅券請求などの手続は、個人認証基盤

の整備や請求時の対面審査などを要するためオンライン化は困難である。また、帰

国のための渡航書は、海外において旅券の紛失・盗難等が発生した場合に緊急的

に発給する渡航文書であるためオンライン化の対象としない。 

平成 13年～平成 14年度中は、実施方策を検討するとともに法令の見直しを図る。

併せて、公用旅券請求のオンライン化について実施方策を検討する。平成 15年度

中には、業務処理フローを始めとした実施方策を提示するとともに一部オンライン化

の運用を開始する。 

参考 URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/denshika/action_p.html 
（外務省行政手続等の電子化推進に関するアクション・プラン） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２－５ 

（エ）道路占用許可申請手続の電子化 
国土交通省（旧建設省）は、平成 10、11 年度の電子化研究会で直轄国道を対象

とする道路占用許可申請手続の電子化に向けた申請手続の簡素化・標準化の検

討、本格運用を想定したパイロット実証実験（Ｈ１１．１０～１２）を実施した。この結果

を受け平成12年度は、直轄国道を対象とする手続の電子化を実施するとともに、都

道府県道および市町村道を対象とする研究会の開催等を行った。 

直轄国道については、平成１３年度までに全国で電子申請を実現しており、その

他の国道および都道府県道については、概ね平成１５年度までに可能となるよう地

方公共団体に要請している。また、平成１４年度においては、地方公共団体の標準

システム基本仕様の策定・公開を実施するとしている。 

また、道路二次占用許可申請手続のうち、管轄の異なる直轄国道をまたがる手続

は平成１４年度中に電子申請システムの改良を行う。地方公共団体が管理する道路

をまたがる手続については、平成１５年度までに必要なシステムの検討を行い、平成

１５年度以降地方公共団体に、導入の協力を要請するとしている。 

参考 URL http://www.mlit.go.jp/road/road/senyou/ 

（国土交通省道路占用許可申請手続の電子化研究会） 



２－６ 

（オ）各府省の行政手続等の電子化推進に関するアクション・プラン 

平成１４年７月、総務省は、「e-Japan重点計画-2002」（IT戦略本部決定）に基づき

各府省において作成した行政手続の電子化推進に関するアクション・プランについ

て、その概要をとりまとめ公表した。 

今回のアクション・プランは、国民と行政との間の申請・届出の手続や国と地方公

共団体との間の手続について、個別の手続ごとに年度別のオンライン化実施時期

等を定めている。なお地方公共団体が扱う手続きについては、各府省が実施方策

の提示等の条件整備を行う時期を示している。 

・地方公共団体が扱う申請・届出等の対象手続： ５，８６３件 

・平成14年度に実施方策が提示される手続： ３，２８１件 （５６％） 

・・・住民票の写し等の交付請求、地方税申告等 

・平成15年度に実施方策が提示される手続： ５，６３６件 （９６％） 

・・・戸籍謄抄本の交付請求、旅券発給申請関係手続等 

今回のアクション・プランでは、申請・届出手続に関する既存のアクション・プラン

についてオンライン化実施時期の前倒しの観点から見直すとともに、申請・届出以

外の手続についても新たにアクション・プランの対象として年度別の実施計画を作

成している。 

今後は、各府省がアクション・プランに沿って行政手続のオンライン化が可能とな

るよう必要なシステム開発や法令の見直しなどを計画的に推進して行く予定である。 

 
（カ）ＬＡＳＤＥＣ 「市町村等のフロントオフィス業務・バックオフィス業務の共同

アウトソーシングに関する調査研究」 

財団法人地方自治情報センターは、平成１４年７月に「市町村等のフロントオフィ

ス業務・バックオフィス業務の共同アウトソーシングに関する調査研究」を実施する

都道府県の公募を行った。 

この調査研究は、総務省からの委託業務である「電子政府・電子自治体共通基盤

整備推進事業」の一環であり、共同アウトソーシングを実現するモデルシステムの設

計、および分析の成果を広く公開することにより、共同アウトソーシングの推進と普及

に資することを目的としている。 

平成１４年８月に調査研究を実施する３４都道府県を選定し、平成１５年２月２８日

までの調査研究期間としている。 

参考 URL http://www.hyogo-it.org/html/tmp/14_02_02.pdf 

（LASDEC 共同アウトソーシングに係る調査研究事業） 



２－７ 

イ 電子調達・入札システム 
（ア）電子入札コアシステム 
・ 国土交通省が平成１３年１１月に無償公開した電子入札システムを電子入札コ

アシステム開発コンソーシアムが改善し、複数の公共機関に適用可能な汎用性

の高い電子入札システムのコア部分（システム）を開発した。 

・ 公開時期：Ｖ１（平成１４年６月２８日）、Ｖ２（平成１４年１０月３１日） 

・ 業務範囲：コアシステムの構成として公共発注機関にはコアシステムと電子入札

を行うために必要な関連部分をセットで提供している。 

【Ｖ１：コアシステム対応機能】 

公共発注機関と受注者間における、公共工事、物品購買等の入札・調達業

務において発注情報の登録・公示～入札・開札～公開支援までをインターネッ

ト上で実現。 

【Ｖ２：コアシステム追加対応機能】 

公共発注機関と受注者との要望を踏まえ、物品調達、工事入札方式、複数認

証局、ＧＰＫＩ、データセンター、真性証明マークへの対応をそれぞれ行った。 

【関連部分】 

コアシステムに加えて、関連するシステムとの連携を公共発注機関ごとにカス

タマイズを行い、電子入札システムを構築する。 

【コアシステム未対応機能】 

業者名簿等を管理する業務（業者管理）、工事予定調書等を管理する業務

（工事契約管理）、工事の決裁起案を行ったり、入札書原本を保管したり、原本

性を保証する業務（行政文書管理）、工事契約・物品購入に基づき、払い出し

等を行う業務（財務会計）。 

 

【電子入札コアシステム開発コンソーシアム】 

(財)日本建設情報総合センター（JACIC）と(財)港湾空港建設技術サービスセ

ンター（SCOPE）によって平成１３年７月に設立されたコンソーシアム。公共発注

機関のニーズとＩＴベンダーの知識等を元に、電子入札コアシステムの仕様及び

提供条件の検討を実施。 

参考 URL http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/ 

（電子入札コアシステム開発コンソーシアム） 

 
 
 
 
 



２－８ 

（イ）横須賀市電子調達 
横須賀市は、平成１３年１０月に全国の市町村では初めてとなる独自の電子調達

システムを構築した。（国土交通省の電子入札コアシステムとは異なる仕様） 

下関市は、この横須賀市の電子調達システムを平成１４年８月から導入し、横須賀

市、国土交通省、岡山県に次ぎ、全国で４番目の導入になる。下関市側がインター

ネットを通じて横須賀側のサーバに接続し、同システムを使用して入札を行う仕組み

になっている。横須賀市電子調達システムのうち、入札参加者が当事者であることを

確認する電子認証、対象工事の入札内容などを確認する電子公証の２システムを

共用する。パスワード等を得た業者は下関市のホームページを通じ、横須賀市の電

子認証、公証システムにアクセスし、入札に参加する。費用として、初年度のシステ

ム共用負担金は１３０万円となっている。（自前の認証、公証システム開発には約６０

００万円かかると想定されている） 

また、横須賀市の電子調達システムの特徴とそれに対するＪＡＣＩＣの電子入札コ

アシステムの比較を次表に示す。 

表２．４－１ 横須賀市／ＪＡＣＩＣ システム比較表 

 横須賀市 ＪＡＣＩＣコアシステム 

入札方式（※） 条件付一般競争入札 一般競争入札  指名競争入札 

公募型指名競争入札 随意契約 

工事希望型指名競争入札 

認証 独自で認証システムを構築 ８社の民間認証局を利用 

公証 独自で公証システムを構築 検討中 

電子入札プロトコル ハッシュ関数を利用 鍵管理方式 

入札時 

の送信情報 

入札金額と乱数により生成され

たハッシュ値を送信 

共通鍵にて暗号化した入札書と入札書用公

開鍵で暗号化した共通鍵を送信 

 

開札時 

の送信情報 

入札金額と乱数を送信 無し 

 特徴 入札時と開札時の２回情報を送

信する必要がある 

各々の鍵について管理を行う必要がある 

※横須賀市が公共工事の入札についての対応となるので、ＪＡＣＩＣも公共工事についての

入札方式のみを記述 

 

参考 URL http://hiroba.comtec.daikin.co.jp/hirobahead/topics/Oct2001/1.html 

（建築設備業界向けＩＴ関連サイト） 

 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/keiyaku/ 

（神奈川県横須賀市「入札の広場」） 

 



２－９ 

（ウ）国土交通省 電子入札システム 

国土交通省では、平成１３年１０月より一部の直轄事業（工事および建設コンサル

タント業務）の入札に電子入札システムを導入した。 

参加条件を満たす者は誰でも容易に入札に参加することができ、競争参加資格

の確認申請、確認結果の受理、応札、応札結果の受理、再入札までの一連の作業

をインターネット上で行うことができる。 

また、国土交通省の取り組みにより蓄積したノウハウを平成１３年１１月に無償で公

開することにより、複数のシステムや標準の併存による地方公共団体等の発注機関

の混乱を防ぎ、電子入札の導入を促進することを目的としている。 

無償公開する電子入札システムは、「CALS/EC 公共調達コンソーシアム」で開発

を行った電子入札システムに国土交通省が平成１２年度に改良を加え発展させた

「入札情報サービス（PPI）」（平成１３年４月サービス開始）及び「電子入札システム」

で、公開する内容は「仕様書」「ソースプログラム」「マニュアル」となっている。 

この平成１３年１０月から導入した電子入札システムは今後の地方公共団体による

カスタマイズやバージョンアップの負担を減らすため「電子入札コアシステムコンソー

シアム」において更に改良を重ね、平成１４年１０月に「電子入札コアシステム」を開

発した。 

今後、国土交通省は、平成１５年度から工事および建設コンサルタント業務にお

いて、これまでの電子入札システムの機能向上を図るため「電子入札コアシステム」

への全面的な移行を実施する。 

参考 URL http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/13/130807_.html 

（国土交通省CALS/ECの一環としての電子入札の開始について） 

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/13/131101_.html 

（国土交通省電子調達システムの無償公開について） 

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/13/130117_.html 

（国土交通省平成１５年度からの電子入札実施に関するお知らせ） 

 

（エ）総務省電子入札・開札システムの運用開始について 

総務省は、平成１４年１０月２５日から総務本省及び郵政事業庁の調達を対象とし

た「総務省電子入札・開札システム」の運用を開始した。 

政府調達（公共事業分野を除く）手続の電子化は、ｅ－Ｊａｐａｎ構想の一環として総

務省が中心となり、全省庁が参加して検討を進め、政府認証基盤（ＧＰＫＩ）を活用し

た本人確認や代理人からの入札にも対応している。 

参考 URL http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/021023_2.html 

（総務省電子入札・開札システムの運用開始について） 



２－１０ 

ウ 電子申告システム 

（ア）地方税電子申告システム モデルシステム仕様書 

本仕様書は、地方税の申告を電子化するにあたり地方公共団体が単独または共

同でシステムを構築するための標準的なモデルシステム仕様書であり、平成１４年７

月には予算要求のための参考資料が提示され、また、平成１４年１２月には、地方税

電子申告システム構築のための技術要件を中心にまとめたモデルシステム仕様書

が提示された。 

【地方税の電子化にあたっての基本的考え方】 

・ 納税者の利便性向上・・・申告手続全般にわたって、納税者の負担を可能な限

り軽減する。 

・ 税務事務の効率化・・・データの分析・活用、統計資料の作成による税務事務の

効率化、高度化に寄与するものとする。 

・ 信頼性の確保・・・納税申告は、納税者の権利義務に直接関わる手続であり、そ

の内容はプライバシーそのものであるから、電子申告システム全体の安全性とセ

キュリティ確保に万全を期す。 

・ 導入負担の軽減・・・システムの開発や維持等に要する費用を最小限に止める。 

・ 導入時期・・・平成１５年度から準じ導入とする。 

【システムの開発方針】 

・ 対象税目・・・優先的に導入すべき税目は、法人事業税・住民税、個人住民税、

固定資産税（償却資産）、たばこ税が適当である。 

・ 利用対象者・・・対象税目の申告手続きを行う納税者で、インターネットを利用で

きる環境を有しており、かつ、電子証明書を有しているもの。また、納税者より申

告業務を委任された税理士の対象とする。 

・ 電子証明書・・・申告データ等を送信する際は、電子署名および電子証明書を

添付する。 

・ 認証機関・・・公的個人認証サービス、商業登記認証局および特定認証業務の

認定を受け、公的な認証機関と相互認証を行っている認証機関とする。 

・ 代理人申告を行う際の書名・・・代理人申告等により複数人の署名を付与する場

合、対象となる複数人の電子署名を施す。 

・ 添付書類の電子化・・・地方税の申告における添付書類は、納税者が作成する

ものおよび第三者が作成するものが該当し、申告書のみを電子化するのではな

く、添付書類についても可能な限り電子化を図ることとする。また、当面の取扱

いについては、納税者が作成する電子化が可能な添付書類は電子化を行う方

向とし、第三者が作成するもののうち電子化が困難なものは、原本性・真正性を

考慮し書面により別途提出する。 

・ 電子申告書の到達確認・・・到達時期の確認については、納税者から送信され



２－１１ 

た電子申告書が受付システムにおいて受け付けられた時点で到達したものとみ

なす。また、到達事実の確認においては、電子申告書が受付システムに到達し

た時点で即時に通知する方法と、後日、納税者が受付システムにアクセスして

確認する方法を備えることとする。提出時期の特例規定に関しても整備を行う。 

・ 受付システムの形態・・・受付システムは、単独受付と共同受付のシステム形態

が考えられるが、地方公共団体がその費用負担等を考慮した上で最適なシステ

ム形態を選択することとする。また、総務省にて検討している「地方公共団体に

おける申請・届出等手続に関する汎用受付システム」を利用する場合には、当

システムの要件を考慮した上で受付システム等の検討状況を確認しながらシス

テムを構築する。 

・ 法改正対応・・・地方税は例年法改正が行われることや様々な制度改革が検討

されている現状を踏まえ、拡張性のあるシステムを構築する。 

・ 申告以外の行政手続の取扱い・・・地方税申告に関わる申請、届出等の行政手

続に関する電子化については、システム化の分析および有効性を考慮し対応

する。 

・ 審査システムの形態・・・審査システムは単独または共同でシステムを構築するこ

とが考えられ、各地方公共団体において最適なシステム形態を選択する。なお、

既存の税務電算システムとの連携についても、地方公共団体ごとに異なると考

えられるため、個別に対応する。 

・ 申告データの原本管理・・・申告データの原本管理は、審査システムにおいて行

うことが適切であり、納税者が申告したデータの履歴管理、申告データへのアク

セス履歴の取得、納税者の送信済み申告データ照会の対策を講じて原本性を

確保する。 

・ セキュリティの確保・・・利用者の利便性とセキュリティ確保に要するコストとのバ

ランスを考慮しつつ、現段階で可能な限りセキュリティレベルを確保することが最

も重要であり、さらに電子申告導入後の環境や技術の変化を考慮しながら、適

切な技術を採用し、必要に応じて改良を加えていく。 
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（イ）地方税電子申告システム実証実験（Ｈ１４．１０．７～Ｈ１４．１０．１８） 

総務省は、平成１４年１０月７日から１０月１８日まで地方税電子申告システムの実

証実験を行った。 

平成１３年度の実証実験と比べ、平成１４年度は納税者システムに力を注いだ実

験内容となっている。岡山県、岡山市、邑久町については共同型で実験を行い、岡

山県に受付システムを設置し、県内ＷＡＮを利用して各自治体の審査システムへ送

信する。また、神奈川県、横須賀市については、単独型で実験を行った。しかし、受

付システムについては、東京都港区麻布台にあるＴＡＯ（放送・通信機構）の研究所

に設置し、専用回線を利用して各自治体の審査システムへ送信する構成であった。 

平成１４年度地方税電子申告システム実証実験報告書は、平成１５年３月に提示

される予定である。 

 

エ 施設予約 

（ア）電子自治体推進パイロット事業の実証実験（Ｈ１４．２） 

総務省が行った電子自治体推進パイロット事業の実証実験において葛尾市、小

田原市および藤沢市では電子申請だけではなく、施設予約も対象業務として実証

実験を行った。 

予約対象施設はスポーツ施設、公民館、保養所、キャンプ場であった。 

参考 URL http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/rdd/pilot13.htm 

（ＬＡＳＤＥＣ 平成１３年度パイロット事業報告書） 

 

（イ）汎用受付システムの調達の参考資料（共同利用の場合）（Ｈ１４．３） 

 汎用受付システムの提供する範囲として施設予約が含まれている。機能は、予約

／照会／抽選、および納付機能となっている。また、納付機能としてマルチペイメン

トネットワーク（ＭＰＮ）の利用が明確になっている。 

参考 URL http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/rdd/elg/k-2-1412.htm  
（汎用受付システム調達の参考資料（共同方式の場合）改定第二版） 



２－１３ 

２．３ 法制度動向 

（１）行政手続のオンライン化のための法整備 
「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画」では、 

・ 内閣官房は、関係府省の協力を得て、平成１３年度早期に申請・届出等の手続きの

オンライン化に伴う法令の見直し等に係る基本方針を取りまとめる。 

・ 各府省は、上記方針および新たなアクション・プランを踏まえ、平成１３年度中に法令

の見直し等を行う。 

ことが定められており、平成１３年６月の「申請・届出等手続きのオンライン化に伴う法令

の見直しに係る基本方針（IT戦略本部報告）」では、総務省において申請・届出等手続

きのオンライン化のための法律の整備の立法方針を作成することとしている。 

これを受けて総務省は「行政手続のオンライン化のための法整備の立案方針（骨子

案）」（平成１３年１２月）を定め、平成１４年１２月６日、「行政手続オンライン化関係三法」

が成立し、同年１２月１３日に公布された。 

また、平成１５年２月３日には、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律」が施行され、これに伴い、兵庫県では、平成１５年４月１日から、パスポート（旅券）

の発給申請に住民票の写しの提出が不要となる。このように、「行政手続オンライン化関

係三法」の施行によって、国が行っている２６４事務について住民票の写しを添付する必

要性がなくなり、一部の手続では添付書類が電子的に取り扱うことが可能となる。また、

申請手数料等の収納方法についても法令上で手数料の納付を印紙によって義務づけ

ている手続が現金による納付も可能となっている。 

しかし、添付書類の必要性の検討や各自治体単位での条例の見直しが必須となる。 

【行政手続オンライン化関係三法】 

① 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 

書面での申請業務に加えオンラインで行うことも可能とする為の特例規定や行政

機関が書類の縦覧・閲覧や作成・保存を行うことができる為の規定も整備する。 

② 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律（整備法） 

既に手続のオンライン化を規定している法律との適用関係の整理や手数料の納

付の電子化を整備する。 

③ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（公的個人認証法） 

希望者に対する電子証明書の発行や電子証明書の失効情報の提供、個人情報

の保護を規定する。 

参考 URL http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai13/13siryou7.pdf 
（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案の概要） 

http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/syokan/pdf/021206_001.pdf 

（行政手続オンライン化関係三法のポイント） 



２－１４ 

（２）電子署名及び認証業務に関する法律 
電子署名及び認証業務に関する法律が平成 13年 4月から施行され、電子署名が手

書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備された。 

また、認証業務のうち一定の基準を満たすものは、国の認定を受けることができる制度

（電磁的記録の真正な成立の推定、認証業務に関する任意的認定制度）を導入した。 

参考 URL http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/ninshou-law/law-index.html 
（電子署名及び認証業務に関する法律の施行について） 

 
（３）個人情報の保護に関する法律案 

「個人情報の保護に関する法律案」は、平成 13年 3月に閣議決定された。 

この法律案では、公的部門・民間部門を通じ、個人情報を取り扱う全ての者が、個人

情報の取り扱いに当たって、個人情報の保護のために自ら努力すべき一般ルールを

「基本原則」と定めている。 

特に個人情報をコンピュータなどに入れて事業に用いている事業者（「個人情報取り

扱い事業者」）については、「個人情報取り扱い事業者の義務」の規定を設け、より具体

的で明確なルールを定めている。 

なお公的部門の個人情報の取り扱いについては、昭和63年に「行政機関の保有する

電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定されているが、上記法律

案が閣議決定されたことを踏まえ、「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律

案」や行政手続のオンライン化のための三法が国会に提出され、その中で、「行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する法律（行政手続オンライン化法）」は、平成

１５年２月３日に施行されている。 

参考 URL http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/qa-law.html 

（個人情報の保護に関する法律案） 

 

（４）住民基本台帳法 
住民基本台帳ネットワークシステムの導入に係る「住民基本台帳法の一部を改正する

法律」が平成 11年 8月 12日に成立し、8月 18日に公布された。 

改正については、各種行政の基礎であり、住民の居住関係を公的に証明する住民基

本台帳のネットワーク化を図り、本人確認情報（氏名・住所・性別・生年月日の４情報、住

民票コード、及び付随情報）により、全国共通の本人確認ができる仕組みを構築しようと

するものである。 

参考 URL http://www.soumu.go.jp/top/vol28c.html 
（改正住民基本台帳法の成立について） 

 
 



２－１５ 

（５）ＰＦＩ法 
平成 9年に公共事業コスト削減策として政府がＰＦＩ導入の検討に着手し、平成 10年

5 月にＰＦＩ実施の基本的事項を定めたＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律）が国会に提出され、平成 11年 7 月成立、同年 9 月に施

行された。 

また、ＰＦＩ事業を行うことにより、以下のような効果が期待されている。 

① 低廉かつ良質な公共サービスが提供される 

② 公共サービスの提供における行政の関わり方の改革 

③ 民間の事業機会を創出することを通じ、経済の活性化に資すること 

参考 URL http://www8.cao.go.jp/pfi/ （内閣府 ＰＦＩ推進委員会） 



２－１６ 

２．４ 技術動向 
（１）認証基盤 
ア 政府認証基盤（ＧＰＫＩ） 
政府機関が民間との申請・届出等の手続きにおいて政府機関の発行した電子文書

等の正当性・真正性の確認を行うための認証基盤である。 

政府認証基盤は各府省の認証局とブリッジ認証局により構成されており、ブリッジ認

証局は総務省、各府省の認証局は各府省において整備されている。ブリッジ認証局

および認証局（総務省、経済産業省、国土交通省、金融庁、法務省、厚生労働省）は

整備されており、その他の府省においては平成１５年度までに運用開始することを目

標としている。 

ブリッジ認証局は、府省認証局と民間認証局等との間の信頼関係の仲介等を行って

おり、政府認証基盤全体の効率的な構築・運用を可能なものとしている。 
参考 URL http://www.gpki.go.jp/ （政府認証基盤） 

 
イ 地方公共団体組織認証基盤（ＬＧＰＫＩ） 
地方公共団体が住民・企業等との間で実施する申請・届出等の手続き、あるいは地

方公共団体間の文書のやり取りを電子的に行う場合において、電子文書等の正当

性・真正性等を確認するための認証基盤である。 

認証の対象は、地方公共団体組織に対する役職、職責であり、職員個人は対象とし

ていない。 

都道府県・政令市は平成１４年３月から運用開始しており、その他の市町村について

は平成１５年度までの整備を要請している。 

参考 URL http://www.lgpki.jp/ （地方公共団体における組織認証基盤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２－１７ 

ウ 公的個人認証基盤 
住民の発信した電子文書について本人性・文書の真正性等を確認するための地方

公共団体による公的個人認証基盤であり、平成１５年度までの運用開始に備え、検討

が進められている。 

また、平成１４年度末の自治行政局の全国実験が事実上の「公的個人認証基盤」の

標準となると考えられている。住民等への普及を促進するために、地方公共団体では

下記のような検討が必要である。 

① この認証基盤上で住民等へ提供するアプリケーション（電子申請や電子申告

等）の検討 

② 各種申請がそれぞれ必要とする認証レベル等の整理 

③ 各家庭等で必要となる基盤整備（ＩＣカードリーダライター等）に関する検討 

参考URL http://www.soumu.go.jp/s-news/2001/010824.html 

（地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方について） 

 
エ 商業登記に基礎を置く電子認証制度 
平成 12年 4 月に交付された「商業登記法等の一部を改正する法律」の一部（商業

登記法の一部改正関係）の施行に伴い、平成12年10月から「商業登記に基礎を置く

電子認証制度」の運用が開始されている。 

同制度は法人の登記情報に基づいて「電子証明書」を発行するものであり、利用で

きる対象者は法人代表者等（登記所に印鑑を提出した者）に限られる。 

電子証明書は、会社代表者の公開鍵を証明するほかに、登記簿の情報に基づいた

一定の登記事項（会社の代表者であれば，商号，本店，代表者の資格，氏名）につい

て併せて証明するもので、従来の法人代表者の「印鑑証明書」や「資格証明書」に代

わる電子的な証明となる。この「電子証明書」を利用することで、安全で円滑な電子取

引が可能となる。現在、政府機関への電子申請・届出の認証にも利用されている。 

参考 URL http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/NOTICE/notice01.html 

（商業登記に基礎を置く電子認証制度の運用開始について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２－１８ 

オ 電子入札・調達システムの認証 

【国土交通省指定認証局】 

㈱帝国データバンクが、指定認証局となっている。 

【電子入札コアシステム対応認証局】 

 平成１４年１０月に提供予定のコアシステム（Ｖ２）の機能として、入札参加企業の認

証を複数の認証局から可能とする。このため平成１４年１月から２月にかけて、コアシス

テムに対応する民間向け認証業務を行う事業者を公募し、技術試験を通過した事業

者が以下の８社である。（１年後に追加公募予定） 

・ 日本電子証明㈱   ・エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ㈱ 

・ ㈱サイバーウェイブジャパン ・東北インフォメーション・システムス㈱ 

・ 国際認証センター㈱   ・ジャパンネット㈱ 

・ ㈱帝国データバンク   ・日本商工会議所（*） 

（*）日本商工会議所は、平成１４年１０月に、㈱富士通インフォソフトテクノロジから電

子入札コアシステムに対応した認証局事業を承継し運営することで合意した。 

【電子入札コアシステム認証局複数化により期待される効果】 

① 認証局が発行したＩＣカード（電子証明書）一枚で、電子入札コアシステムを採

用した複数の公共発注機関への応札が可能になる。 

② 入札参加企業はＩＣカード（電子証明書）の購入先を複数の認証局から選択す

ることができる。 

③ 認証局が増えることで競争が促進され、サービス向上とＩＣカードの価格低下が

期待できる。 

参考 URL http://www.scopenet.or.jp/main/ninsyo_koubo/ 

（電子入札コアシステム対応認証局の募集について） 

 http://hiroba.comtec.daikin.co.jp/hirobahead/topics/Mar2002/2.html 

（建築設備業界向けＩＴ関連サイト） 



２－１９ 

（２）決済基盤 

ア マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ） 

 申請・届出等の行政サービスを電子化するにあたって発生する手数料等を電子的に

納付する手段として、口座振替・クレジットカード等様々な決済方式が存在するが、「地

方公共団体における申請・届出等手続に関する汎用受付システムの基本仕様（中間報

告）（平成１３年１０月１３日総務省）」、国の手続事務に関する「申請・届出等手続きのオ

ンライン化に関わる汎用受付等システムの基本的な仕様（平成１３年８月６日行政情報

化推進各省庁連絡会議幹事会了承）」、「歳入金電子納付システム基本仕様（平成１３

年１０月会計事務機械化等連絡協議会了承）」、「汎用受付等システムと歳入金電子納

付システムのインターフェイス仕様書（平成１３年１０月会計事務機械化等連絡協議会了

承）」等においては、マルチペイメントネットワーク（略称：ＭＰＮ）を活用した電子決済方

式を用いた決済方式（サービス名称：Ｐａｙ－ｅａｓｙ）について検討を行っている。 

 ＭＰＮは、金融機関と収納機関（収納企業・行政機関）をネットワークで結ぶことにより、

ＡＴＭ、電話、パソコン等、金融機関が提供するチャネルを利用して税金・行政手数料

等を納付でき、収納結果が即時に収納機関に通知される決済基盤であり、インターネッ

ト等オープンなネットワーク上で改ざん・盗聴が行われても金額的損害が発生しない仕

組みとなっている。これらの仕様は、多数の収納機関（行政機関、民間収納機関）、金融

機関が参加する「日本マルチペイメントネットワーク推進協議会（略称：Ｊ．Ａ．Ｍ．Ｐ．Ａ）」

にて検討されている。「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画」でも国庫金納付への適用が取り上げられて

おり、行政機関の電子申請・電子申告時の電子決済基盤として利用予定である。 

 現在、開始されているサービスは、「収納サービス」、「口座振替データ伝送サービス」

であり、「口座振替受付サービス」、「請求情報通知サービス」については、今後のサー

ビス開始に向け検討中である。また、ＭＰＮを利用した電子納付に必要な「通信サーバ」

を自治体単独で構築する形態と、複数の自治体で共同利用する形態の二通りがあり、

いずれの方法とするかは自治体ごとでの判断となるが、通信サーバの機能をＡＳＰサー

ビスとして提供する「公金収納センター」を利用する方法もある。 

自治体側の検討課題としては、以下の点があげられる。 

・ 通信サーバを共同利用するか各地方公共団体単独で通信サーバを構築する二通

りの構築・運営する方法が考えられるため、各地方公共団体にとってどちらの方式

が最適であるか個別に検討する必要がある。 

・ マルチペイメントネットワークとの接続に伴う、基幹システムの改造が必要であり、利

用システム間との密接な調整が必要となる。 

・ 決済手段のバリエーションを見極める必要がある。 

・ 金融機関の対応スケジュールを明確化する必要がある。各地方公共団体の指定金

融機関がマルチペイメントネットワーク対応にならなければ、各地方公共団体は電

子納付のサービスを実現できない。 



２－２０ 

民間企業では、マルチペイメントネットワークの導入を既に開始しており、ＮＴＴドコモ

およびＮＴＴドコモグループ８社は、平成１３年１０月２２日から富士銀行と提携しモバイル

バンキングを利用して携帯電話の利用料金を支払うサービスを開始した。また、日本航

空では平成１５年１月２２日から、全日本空輸では平成１５年２月２２日から、それぞれみ

ずほ銀行と提携しＡＴＭで航空券の代金を支払うサービスを開始した。 

参考 URL http://www.jampa.gr.jp （日本マルチペイメントネットワーク推進協議会） 

 http://www.nttdocomo.co.jp/new/contents/01/whatnew0913.html 

（ＮＴＴドコモ ニュース＜２００１年９月１３日＞） 

 http://www.jal.co.jp/5931/index_payeasy.html 

（日本航空 国際線ＡＴＭ支払いについて） 

 http://svc.ana.co.jp/sales/dms/p10.html 

（全日本空輸 キャッシュチケットレスサービス） 

 

イ 電子自治体推進パイロット事業（平成１４年度）の実証実験 

東京都三鷹市は、平成１４年１２月２日から平成１５年１月３１日まで行われた電子自治

体推進パイロット事業の実証実験おいて、全国初の行政サービスの使用料や手数料等

の電子納付に関する実証実験を行った。 

電子納付の内容については、市民保養所の利用など法律的な制約のない市独自制

度の使用料の納付で実証実験を行った。 

参考 URL http://www.jampa.gr.jp/news/doc/press07.pdf 

（日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 報道発表資料） 

 
ウ 歳入事務電子化対応予定に関する調査 

日本銀行は、平成１４年９月下旬から１０月中旬にかけて「電子化への対応予定」の調

査を歳入事務取扱金融機関向けに実施した。国の歳入金・国税の電子納付の実現に

向け、日本銀行は準備を進めているが、その一環として、各金融機関が国庫金事務の

歳入事務電子化に平成１６年１月から対応予定であるかどうかを把握する為の調査であ

る。下記に、各収納官庁が予定している、歳入金等の電子化予定を記す。 

表２．４－２ 歳入金等の電子化予定 

実施時期 収納官庁 電子化対象 年間件数（万件） 

財務省 行政手数料、会計センター扱い歳入金 22,200 

厚生労働省 労働保険料 260 

2004 年 1 月 

総務省 電波利用料 30 

国税庁 申告所得税、法人税、消費税、源泉所

得税 

4,500 2003 年度中 

財務省 関税等 300 
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2004 年 4 月 社会保険庁 国民年金保険料、厚生保険料、船員

保険料 

9,000 

2005 年 国税庁 

国土交通省 

自動車関係手続ワンストップサービス

関係 

件数は最上段の

2 億 2,200 万件

（財務省）に含む 

合計 36,290 

その結果、平成１６年１月から対応予定と答えた先は、歳入事務取扱金融機関４５０先

中３６９先（８２％）となった。参考 URL http://www.boj.or.jp/about/unei/un0210c_f.htm 

（日本銀行 歳入事務電子化対応予定に関する調査結果について） 

 
エ ＮＴＴデータ ＭＰＮを利用したＡＳＰ事業（公金収納センター） 
株式会社ＮＴＴデータは、平成１４年１０月から、マルチペイメントネットワークを利用し

たＡＳＰ事業（公金収納センター）を開始した。 

今回、ＮＴＴデータが提供するサービスは、公共料金等の支払いが金融機関の窓口

のほか、ＡＴＭやパソコン等の各種チャネルからでも利用でき、即時に消し込み情報が

収納機関に通知される収納サービス、及び地方自治体と金融機関間の口座振替デー

タの授受を媒体ではなくデータ伝送で行う口座振替データ伝送サービスを提供する。 

ＮＴＴデータが公金収納センターを設立し、構築したマルチペイメントネットワーク専用

の通信サーバを複数の収納機関で共同利用する。また、マルチペイメントネットワークと

の接続機能、地方自治体の基幹業務システムとの連携機能、電子申請システムや電子

申告システムとの連携機能を兼ね備えている。 

今後、「口座振替受付サービス」や「納付情報通知サービス」を順次展開する予定で

ある。 参考 URL http://www.nttdata.co.jp/release/2002/053000.html 

（ＮＴＴデータ ニュースリリース＜２００２年５月３０日＞） 

 

オ 富士総研 ＭＰＮ収納機関共同利用センター  
株式会社富士総合研究所は、平成１５年１月から、マルチペイメントネットワーク収納

機関共同利用センターのＡＳＰサービスを開始した。 

今回、富士総研が提供するサービスは、公共料金等の支払いが金融機関の窓口のほ

か、ＡＴＭやパソコン等の各種チャネルからでも利用でき、即時に消し込み情報が収納

機関に通知される収納サービスをＡＳＰとして提供する。富士総研が構築したマルチペ

イメントネットワーク専用の通信サーバを複数の収納機関で共同利用し、２４時間無停止

の運用保守を行う。 

今後、「口座振替伝送サービス」や「口座振替受付サービス」を順次開発する予定で

ある。 参考 URL http://www.fuji-ric.co.jp/newsrelease/multipayment021204.html 

（富士総研 ニュースリリース＜２００２年１２月４日＞） 
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（３）ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ 
ＬＧＷＡＮは、3,300 の全ての地方公共団体を結ぶネットワークであり、地方公共

団体における電子自治体の基盤となるネットワークである。平成１４年度に霞ヶ関Ｗ

ＡＮと接続し、平成１５年度までに 3,300 の全ての地方公共団体を接続する予定で

ある。 

ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰとは、ＬＧＷＡＮを利用して地方公共団体にアプリケーションやリ

ソース等を提供する団体等をさす。サービス利用者は地方公務員法で定められて

いる地方公務員とされている。 

ＬＧＷＡＮ運営主体は、ＡＳＰサービスを提供するサービス提供者に対してサービ

ス提供者がＬＧＷＡＮに接続するための技術仕様を示した各種仕様書や、ＬＧＷＡ

Ｎ運営主体とサービス提供者との間での取決めを定めた接続約款等が含まれるドキ

ュメントを提示している。 

 
（４）データフォーマット 
ア 申請データの標準化 

 「汎用受付等システム先行省庁等検討会」において、総務省行政管理局が、申請デ

ータの標準化に関する検討を行っている。具体的な活動内容として、構成管理情報の

標準化を中心に活動を行っている。 

 

イ ＸＭＬのタグ標準化 

 「総務省電子自治体推進パイロット事業」において、総務省行政管理局の検討結果を

もとに、構成管理情報の標準化、および申請データのタグ標準化の検討を行っている。 

 タグ標準化については、平成１４年度の実証実験に閉じて、あるひとつの仕様を決定

し、実験を通して検証を行うことになっている。標準化の範囲としては、申請様式の一般

的な項目についてのみという前提で項目の洗い出しを実施している。検討結果につい

ては、実証実験報告書として１４年度末目処に総務省より公開される予定になっている。 

参考 URL http://www.nmda.or.jp/nmda/soc/tag_2.html （汎用電子申請タグリスト） 

 

ウ Ｗ３Ｃ、ＸＭＬ暗号化に関する勧告 
Ｗ３Ｃ（Ｗｏｒｌｄ Ｗｅｂ Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ）は、ＸＭＬの暗号情報と暗号・復号処理の仕様を

Ｗ３Ｃ勧告として公開した。重要なデータをＷｅｂサイトやＷｅｂサービスを介して、安全に

送受信できることを目的としている。 

ＸＭＬ文書の暗号化については既に存在していたが、今回の勧告では、文書中の特

定の要素や選択した部分のみを暗号化することが可能となる。 

参考 URL http://www.w3.org/2002/12/xenc-pressrelease 

（Ｗ３Ｃ勧告 XML Encryption 及び Decryption Transform の公開について） 
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２．５ 先行自治体事例 
（１）岡山県 

1．自治体名 岡山県 

2．システム名 電子申請システムの市町村共同利用 

3．稼動（予定）時期 平成 15年度 4月 市町村の電子申請試行 

4．規模・構成 （１）規模：岡山県 全 78市町村 

（２）構成：平成 14 年 3月 20 日に全市町村が参加対象とする電子自

治体推進協議会を発足させ、協議会⇒運営委員会⇒各ワーキンググ

ループの体制で運営中である。 

5．システムの概要 （１）申請 

パソコン、携帯電話、Ｋｉｏｓｋ端末を使用し、申請者の個人認証につい

ては、公的個人認証基盤等を利用する予定である。 

（２）受付 

各種申請は共同センターの汎用受付機能により、申請先である各自治

体別の申請情報に振り分けられ、電子申請・届出システム上に登録さ

れる。この時点で利用者に対して、到達確認情報（受付番号等）が通

知される。この後利用者は自分が行った申請・届出の情報がどのような

状態にあるか確認する事が可能となる。 

（３）審査 

各市町村は電子申請・届出システムにより、自市町村宛の申請情報を

確認し、審査業務を行い、場合によっては既存の基幹業務システム

（税、福祉等）へ連携することも可能となる。（ただし、基幹業務システム

が各市町村で異なるため、この部分については独自に対応する事が

考えられる） 

（４）結果、および公文書の送付 

審査の結果を審査サーバ上へ登録し利用者へ結果を送付する。公文

書の発行を伴う場合、電子化された公文書も合わせて送付する。また、

職員認証、組織認証、公印等については組織認証基盤（ＬＧＰＫＩ）を

利用する。 

（５）手数料の徴収 

手数料が必要な申請・届出については、申請時に納付情報を利用者

通知することにより、利用者が納付することとなる。利用者はＭＰＮ等の

決済基盤を用いて納付することが想定される。 
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6．対象業務の範囲 システム化対象とする手続きは、以下の観点から検討し選定する。 

①申請者確認の重要度・・・認証方式との組み合わせ（実現性） 

②申請者押印の有無・・・条例、規則等の見直し、および認証方式 

③添付資料の有無、形態・・・添付書類の電子化の可能性 

④手数料の有無・・・決済基盤を利用した電子納付 

⑤交付物の郵送や電子化の可能性 

⑥導入による効果の視点・・・要望が多い業務、事務効率化の見込ま

れる業務を優先 

⑦複数の業務に関わる申請届出については、庁内間関連業務との関

係の整理、見直しを行う 

7．標準化 

（様式・手順） 

業務検討ＷＧにて検討予定 

8．認証基盤 公的個人認証基盤、組織認証基盤等を想定し、詳細はシステム化検

討ＷＧにて検討予定 

9．ＭＰＮ等の 

決済基盤 

システム化検討ＷＧにて検討予定 

10．他システムとの 

連携 

システム化検討ＷＧにて検討予定 

運営委員会 （１）協議会のスケジュール、進捗管理、市町村共

同運営に関する基本的な方針の検討 

（運営方法、運営主体、責任分担、費用負担方法

等） 

業務検討ＷＧ （１）システム範囲を確定するための現状業務の整

理、対象業務の検討、決定 

（２）業務、様式標準化についての検討、決定 

（３）条例・規則など法対応についての調査検討 

システム化検討

ＷＧ 

（１）システム構築全般についての検討、提示 

・ 要求仕様（ソフト・ハード）の決定 

・ 各種基盤との連携検討 

・ 市町村システム調査、連携検討 

11．運営方法・主体 

システム運用検

討ＷＧ 

（１）システム運用全般についての検討、提示 

（２）セキュリティポリシー等、システムを構築する上

での基本となる概念の調査検討 

・ システム運用体制 

・ 業務スケジュール 
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12．利用料・負担金 運営委員会にて検討予定 

13．課題と解決策 （１）運営主体 

（２）費用 

（３）セキュリティ 

（４）様式・運用手順の標準化 

14．今後の 

   スケジュール 

（１）平成 15 年度運用開始・・・個人認証、組織認証は、ＩＤ／パスワー

ドを用いる 

（２）平成 16年度以降・・・個人認証基盤連携、組織認証基盤連携を予

定 

15．備考 参考URL http://www.pref.okayama.jp/kikaku/joho/itopia/itopia.htm 
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（２）岐阜県 

1．自治体名 岐阜県 

2．システム名 岐阜県域統合型ＧＩＳ 

3．稼動（予定）時期 平成 14年 4月から稼動開始し、平成 16年度の本格運用に向けた取

組を行っている。 

4．規模・構成 （１）規模：岐阜県 全 99市町村 

（１）構成：岐阜県が主体となり、「岐阜県ふるさと地理情報センター」を

設立・運営 

（平成 16 年度以降の「岐阜県域統合型ＧＩＳ」の本格運用・稼動時に

は、費用面で県の負担軽減および柔軟性のある運営組織の検討を進

める必要性があると考えている。） 

5．システムの概要 ・空間データ管理サーバ・・・地理データを管理しているサーバ 

・クリアリングハウス・・・ネットワーク上に分散されている空間データの検

索エンジン 

・空間データ操作クライアント 

6．対象業務の範囲 ＧＩＳを利用する業務アプリケーション（検討予定） 

（１）土木系 

・ 道路管理システム 

・ 道路構造物管理システム 

・ 建築保全管理システム 

・ 施工管理システム 

・ 土木積算システム 

（２）土木系以外 

・ 都市計画関連システム 

・ 介護保険関連システム 

・ 建設審査関連システム 

・ 住民基本台帳関連システム 

・ 固定資産関連システム 

7．標準化 

（様式・手順） 

空間データスキーマ、空間データコード化、メタデータ、空間ＤＢＭＳ、

サービスインタフェースの各それぞれについて、国際標準化機構（ＩＳ

Ｏ）に基づいて標準化している。 

8．認証基盤  

9．ＭＰＮ等の 

決済基盤 

 

10．他システムとの

連携 

 



２－２７ 

11．運営方法・主体 平成 13～15年度 

行政主導型：（財）岐阜県ふるさと地理情報センター  

平成 16年度以降 

（案１）行政主導型：（財）岐阜県ふるさと地理情報センターにて運営 

（案２）第三セクター、株式会社型： 

（案３）民間主導型（ＰＦＩ）： 

12．利用料・負担金 平成 13～15年度 

県からの補助金で運用 

平成 16年度以降 

 （案１）県からの補助金と市町村からの利用料で運用 

 （案２）参加団体からの出資と県・市町村からの利用料で運用 

 （案３）民間投資と県・市町村からの利用料で運用 

13．課題と解決策 ・ 市町村との協働による県域レベルでの共有空間データ整備の手法 

・ センターの運営スキーム 

・ 県域へのＧＩＳ普及啓蒙活動 

14．今後の 

スケジュール 

平成 14年度 

「県域統合型ＧＩＳ市町村検討会」・・・市町村の参加、利活用に検討 

「岐阜県空間情報（ＧＩＳ）研究会」・・・民間部門におけるＧＩＳ推進 

平成 15年度 

ＧＩＳセンターシステム構築と賛同市町村の拡大 

⇒「ＧＩＳセンター」システムの構築、データの整備 

平成 16年度 

岐阜県域統合型ＧＩＳの稼動・運用 ⇒本格運用 

15．備考 参考 URL http://www.gis.pref.gifu.jp/ 
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（３）福島県 

1．自治体名 福島県 

2．システム名 電子自治体共同運営システム 

3．稼動（予定）時期 平成 15年度末運用開始予定 

平成 14年度⇒調査検討、予算要求 平成 15年度⇒システム構築 

4．規模・構成 （１）規模：福島県 全 90市町村 

（２）構成：県と市町村の共同運営 

5．システムの概要 電子申請システム 

電子調達システム 

6．対象業務の範囲 電子申請システム、電子調達システムの共同運営 

7．標準化 

（様式・手順） 

検討中 

8．認証基盤 ＬＧＰＫＩ認証局、公的個人認証局、民間認証局の利用を予定 

9．ＭＰＮ等の 

決済基盤 

マルチペイメントネットワークの利用を予定 

10．他システムとの 

連携 

 

11．運営方法・主体 （案１）オーダーメイドＡＳＰモデル（福島方式） 

委託者が仕様を共同で共通化し、ＡＳＰ事業主体者が自己資金でサー

ビスを構築し、各地方公共団体が個々にサービス提供の契約を行う。

費用負担は各サービスの内容に異なるが、従量制、および定額制が考

えられる。 

（案２）共同開発、共同委託モデル 

委託者が仕様を共同で共通化し、受託者である開発業者に開発委託

および運用を委託する。費用負担は共同利用する自治体で分担す

る。 

（案３）ソフトウェア共同開発方式アウトソーシングモデル 

委託者がサービスのソフトウェア開発を共同委託し、コピーを各団体に

配布し、各自運用する。 

12．利用料・負担金 検討中 

13．課題と解決策 検討中 

14．今後の 

スケジュール 

（１）平成 14年度⇒調査検討、予算要求、システム構築 

「住民利便性の向上」のため手続の標準化や財政負担の軽減を図

ることを目的に、県・市町村を対象に共同利用可能なシステムにつ

いて共同構築共同運営モデルを検討する。電子申請システムをモ



２－２９ 

デルに検討を行う。調査は主に共同運営の枠組みごとの構築手法、

メリット・デメリット、および課題、費用負担のあり方、住民サービス向

上のための付加機能・応用機能の可能性について検討を行う。 

（２）平成 15年度末運用開始予定 

15．備考 調査検討を委託された「ワールドフォレストコンソーシアム」： 

ＦＣＣ「株式会社福島中央センター」、ＦＩＣ「株式会社福島情報処理

センター」、ＣＳＨ「株式会社コンピュータシステムハウス」、およびＮＥＣ

で構成されたコンソーシアムである。 

参考URL http://www.pref.fukushima.jp/dentou/ShinsaKekka.htm 

 

 



２－３０ 

（４）東京都 

1．自治体名 東京都 

2．システム名 電子自治体共同運営システム 

3．稼動（予定）時期 平成 16年 10月 運用開始予定 

4．規模・構成 （１）規模：東京都 全 49都内区市町村 

（２）構成：都区市町村電子自治体共同運営協議会 

5．システムの概要 電子申請システム 

電子調達システム 

6．対象業務の範囲 電子申請システム、電子調達システムの共同運営 

7．標準化 

（様式・手順） 

標準化に向けて、以下の調査を実施 

（１）申請届出手続（電子申請部会） 

①対象：準備会に参加している区市町村 6団体（3区、2市、1町村） 

②検討内容： 

・手続件数・申請書の記載項目・添付資料の有無等に関する調査 

・標準的業務パターンを類型化し、業務フロー図を作成 

③検討結果： 

共同運営システムで扱うべき手続は、 

『電子化が容易に可能なもの、代理人申請可（証明不要）、電子化に

際し条例・規制等の改正が必要なもの、添付書類が必要なもの（別送・

廃止可能）、厳密な到達確認が必要なもの、商業登記の利用により電

子化が可能となるもの、公的個人認証基盤の整備により電子化が可能

となるもの、電子決済基盤の整備により電子化が可能となるもの、代理

人申請可（代理人の証明必要）、法により規定されているが手続の見

直し等により電子化が可能なもの、ＪＩＳ以外の文字セットが規定されて

いるもの』を当面の電子化対象手続とする。 

（２）調達事務（電子調達部会） 

①対象：準備会に参加している都内全区市町村 

②検討内容： 

・各自治体の業務フロー、添付資料の内容および都の調達事務との

相違点等に関する調査 

・標準的な調達事務の業務フロー図を作成 

③検討結果： 

フロント業務（契約課と事業者間でのやり取り）を共同化対象とし、各自

治体の庁内システムとの連携を行うためのインターフェイスを整備す

る。 
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（３）制度、費用分担（制度検討部会） 

①対象：準備会に参加している区市町村 6団体（3区、2市、1町村） 

②内容： 

・ 共同運営の主体に関する制度的課題の整理 

・ 共同運営の契約形態のあり方 

・ 共同運営の費用分担のあり方 

③検討結果： 

都区市町村電子自治体共同運営参加意思表示および参加決定時期

については、平成１６年度分予算要求時期までとする。また、運営体制

については、柔軟性や負担の面で優れている事実上の協議会を主体

とし、契約形態については下記とする。 

（案１）協議会の代表者が事業主体と契約 

（案２）東京都が事業主体と契約 

（案３）参加団体が個々に事業主体と契約 

8．認証基盤 情報基盤（LGWAN,認証基盤等）相互の関連性の観点に基づき、シス

テム構築仕様を作成する。（平成 15年 10月予定） 

9．ＭＰＮ等の 

決済基盤 

マルチペイメントネットワーク利用を前提に、平成 15 年度に財務、教

育、住宅を先に電子納付化し、その後、電子申請システム、電子申告

システムの導入を図る。 

10．他システムとの 

連携 

電子申請部会・電子調達部会を設置し、標準的業務フロー・システム

機能の検討を含め、庁内システムとの連携等を検討。 

11．運営方法・主体 平成 15年 2月 25日（予定）に、都区市町村電子自治体共同運営協

議会が設立し、運営方法については、事実上の協議会とする。 

12．利用料・負担金 （１）経費分類 

①参加自治体で按分⇒共通基盤（構築費用、運用経費）、個別業務シ

ステム（各システム開発費、運用経費） 

②各自治体で負担⇒個別経費（共同運営センター利用に係る経費） 

（２）参加団体間の費用按分について 

①案１  ・均等割部分（構築経費 + 運用一時経費） 

・按分部分（運用経費） 

②案２  ・均等割部分（構築経費+運用一時経費+共通運用経費） 

・按分部分（個別システム運用経費） 

（３）按分の指標 

人口、昼間人口、取扱件数、前年度実績 

（４）後発参加団体の取扱いについて 

後発参加団体は当初参加団体より重い負担を負うべきである。 
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13．課題と解決策 ①共同運営構築の手順 

②業務処理や業務データの平準化手法 

③システム等の著作権の取り扱い 

④住民とのインターフェイスに関する事 

⑤財政・契約制度面の課題 

⑥アウトソーシングの活用検討 

⑦個人情報の保護 

14．今後の 

スケジュール 

平成 15年 2月 25日・・・都区市町村共同運営協議会発足 

平成 15年 9月末・・・共同運営システム仕様確定 

平成 16年 10月・・・共同運営システム稼動開始 

15．備考 参考 URL http://www.taims.metro.tokyo.jp/soumu/kyodo_goiken.nsf/ 
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（５）阪神間 7 市 1町 

1．自治体名 阪神間７市１町 

2．システム名 阪神広域情報ネットワーク （スポーツ施設予約／案内システム） 

3．稼動（予定）時期 Ｈ１４年４月 

4．規模・構成 阪神7市1町（尼崎市、芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、宝塚市、西

宮市、猪名川町）及び関西情報・産業活性化ｾﾝﾀｰ 

5．システムの概要 インターネット、携帯電話、Ｋｉｏｓｋなどに加え、自動音声応答（ＣＴＩ）に

よる予約・抽選受付。また職員業務として利用申請／許可から料金計

算、収納、統計作成など業務全般をシステム化 

6．対象業務の範囲 阪神広域情報ネットワークの予約／案内対象となるスポーツ施設数 

尼崎市：4 箇所、芦屋市：6箇所、伊丹市：9 箇所、 

川西市：5 箇所、三田市：5箇所、宝塚市：2 箇所 

西宮市：12箇所、猪名川町：7 箇所 

合計50 箇所 

7．標準化 

（様式・手順） 

施設種別により分類し、申請／許可書等様式統一 

8．認証基盤 

（セキュリティ対策） 

・職員業務：プライベートネットワーク 

・Ｗｅｂ：ＳＳＬ 

9．ＭＰＮ等の決済

基盤（決済） 

窓口での利用時点精算 

10．他システムとの

連携（各市町） 

（１）広域センター：インターネット広域ポータルサイト 

（２）市町個別システム：利用予約、許可および職員業務 

11．運営方法・主体 阪神広域行政圏協議会 

ポータル・サイトを共同運営。施設予約システムは各市町個別運営。 

12．利用料・負担金 各市町の業務量に応じた費用負担と、全市町均等の費用負担の併用 

13．課題と解決策 ・制度・運用面 

・決済（収納）方式および、利用許可決裁の電子化 

14．今後のスケジュ

ール 

未定 

15．備考 阪神広域情報ネットワーク・システムでは、複数図書館の横断的な図

書館蔵書検索サービス（１４図書館、３５０万冊以上）も提供されている。 

参考URL http://www.hanshin-area.jp/hanshin/default.asp  
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（６）広島県・広島市 

1．自治体名 広島県・広島市 

2．システム名 ひろしま公共施設予約システム 

3．稼動（予定）時期 Ｈ１４年１０月 

4．規模・構成 広島県の１４施設、広島市の８９施設数を対象（平成１４年度予定数） 

5．システムの概要 【システムに必要な機能要件】 

①いつでもどこでも施設予約が可能 

②広域・複数団体が連携する共通システム 

⇒複数団体が連携するには、共同利用型の運用センターを立ち上げ

る必要があり、また、システムの規模も大きくなるため、トラブル発生

時の切り分け方法、セキュリティの確保、保守運用体制の確立が重

要である。 

③健全で公平な施設予約 

④施設管理者の負担軽減 

 

【公共施設予約・決済システムの機能】 

①利用者管理機能・・・利用者の登録、照会、一覧表の印刷 

②抽選管理機能・・・利用者からの抽選申込照会、取消を受付け、職

員からの施設抽選申込状況の管理、抽選処理

（自動）、当選状況の管理などを行う 

③予約管理機能・・・利用者からの予約申込、照会、取消を受け付け

る 

④料金管理機能・・・施設使用料の収納に関する管理を行う 

⑤実績管理機能・・・施設使用状況の統計情報の管理を行う 

⑥施設管理機能・・・施設の名称、料金表、貸出時間帯、休館日など

の管理を行う 

⑦システム管理機能・・・システム全体の制御を行う 

⑧情報管理機能・・・利用者に提供する情報の管理を行う 

6．対象業務の範囲 ・スポーツ施設、文化・社会教育施設等の公共施設（平成 14 年度シス

テム導入施設数：１３０ヶ所を予定） 

7．標準化 

（様式・手順） 

・許可書の標準化（XML ではない、オーバレイ程度） 

・予約の流れや抽選のスケジュールなどを標準化した。 

8．認証基盤 

（セキュリティ対策） 

・独自の認証方法 （予約システム内にもつ利用者管理方法、ID/PW

による） 
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9．ＭＰＮ等の決済

基盤（決済） 

・マルチペイメントネットワークの利用（将来構想） 

10．他システムとの

連携（各市町） 

・広島市生涯学習システム、広島県総合体育館の個別システムとの連

携、メイプルネット（地域イントラネット）を利用など 

11．運営方法・主体 ・広島県と広島市が共同で仕様策定 

12．利用料・負担金 ・施設の使用料金は､これまで通り、利用者（県民､市民）が支払う 

・システムの運営については､県と市の共同出資。今後は協議会が運

営していく予定 

・自治体の追加に伴う費用については､今後設立される協議会にて検

討される予定 

13．課題と解決策 １．広報活動・・・公共施設予約管理システムの導入により、従来の紙

による窓口の対応から、公衆端末やパソコンから予約を行える事に

伴い、住民に対する普及啓発が重要な課題となる。 

⇒それぞれの広報手段を用いて、普及啓発を行う（広報誌、新聞、

ＴＶ、ポスター等） 

 

２．システムの柔軟な改善・拡張・・・広島県の施設、市町村の施設が

同一地域に混在するが、市町村独自の施設予約システムを構築す

ると、端末機や電話の使用方法が異なり、結果として使用しづらい

ものになる。このことから統一インターフェイスで使用できる全県シ

ステムとして発展させる必要がある。 

⇒電子自治体への対応、講座予約機能への対応、マルチペイメン

トネットワークへの対応 

 

３．アウトソーシング・・・住民からの問い合わせ、新規施設の登録作

業、バッチ処理の実行プログラムの改造の作業が発生する。これら

の作業の窓口業務や運用を一括で行うアウトソーシング機関に一

元化することにより、作業の効率化を図る必要がある。 

14．今後のスケジュ

ール 

※市町村施設への展開⇒平成15 年度～（順次、展開） 

※代金決済運用⇒平成 17年度～（代金決済運用開始） 

H15 年度以降､ICカード、MPN などの検討が見込まれる。 

15．備考 参考 URL http://www.yoyaku-hiroshima.jp/ 

 



２－３６ 

２．６ パッケージ製品調査 
「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－２００２－」においては、電子政府や電子自治体構築の推進を掲げ、国や地方自治体では申請・届出等手続の電子

化や共通基盤の整備を進める中で、自治体における人材資源や導入コスト等の課題から共同運営センターやＡＳＰサービスを利用した新た

な行政サービスの形態も検討されている。 

一方、ＩＴベンダーでは、電子申請・届出システム、電子入札・調達システム、公共施設予約利用システム、文書管理システム等の製品化を

進めてきた。これらの製品は、基幹システムとの連携機能や複数自治体での共同利用機能等、実装面での課題が残ってはいるが、今後は上

記、社会的ニーズの高まりに応じたパッケージ製品化やさらに将来的には、ＡＳＰサービスの需要も強くなってくると予想される。 

本項では、主なＩＴベンダーの製品化と適用状況を概観する。 

 

（１）電子申請・届出システム 
機能構成 

社名 製品名 
受付 審査 決裁 審査結果通知 

特徴 導入事例 

富士通㈱ 電子申請・届

出システム 

○ ○  ○ ・総務省基本仕様に準拠 

・帳票作成Ｔｏｏｌとアプリケーション

サーバ、ソフトの機能組合せによる

利用 

・Ｗｉｎｄｏｗｓ、ＵＮＩＸに対応 

・Ｗｅｂブラウザ方式の採用 

・ＸＭＬ帳票設計ツールにより簡易

な電子フォーム作成が可能 

・フレームワーク機能による電子化

手続の高い拡張性がある 

・総務省 

電子申請・届出システム 

（http://www.shinsei.soumu.go.jp/） 

・総務省 

電子自治体推進パイロット事業実証実験 
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機能構成 
社名 製品名 

受付 審査 決裁 審査結果通知 
特徴 導入事例 

日本ＩＢＭ㈱ アプリポーター

ｆｏｒ ＩＢＭ 

○ ○  ○ ・プラットフォームと各フロントオフィ

ス（電子申請、電子調達等）とを繋

ぐソフトウェアを提供 

・各フロントオフィスに共通して必要

となる機能を装備しているので、設

計やカスタマイズを容易に行える 

・本人確認や改ざん検知機能を装

備している 

（参考ＵＲＬ） 

（http://www-6.ibm.com/jp/government/ 

solu/sinsei/kinou.html） 

・北海道庁 

申請書ダウンロードセンター  

（http://www.from.pref.hokkaido.jp/dlc） 
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機能構成 
社名 製品名 

受付 審査 決裁 審査結果通知 
特徴 導入事例 

日本電気㈱ 電子申請シス

テム 

○ ○  ○ ・総務省汎用受付システム基本仕

様に準拠 

・ブラウザのみでのシステム利用 

（Ｗｅｂアプリケーション） 

・複数自治体での共同利用が可能 

・インターネットから進捗状況の確

認が可能 

・電子様式にはＸＭＬを採用し、デ

ータの効率的な管理や活用が可能 

・電子署名により電子申請データの

真正性を保証 

・受付から証明書交付までの業務

フローに対応 

・電子様式作成エディタ有り 

（参考ＵＲＬ） 

（http://www.sw.nec.co.jp/iegs/demospace/ 

demosys/d_index.html） 

・総務省（電子自治体推進パイロット事業） 

実証実験システム 

・三重県（パイロットシステム） 

申請届出書ダウンロード 

（http://www.pref.mie.jp/SHINSEI/index.htm） 

・沖縄県（パイロットシステム） 

・佐賀県（パイロットシステム） 

申請届出様式ダウンロード 

（http://www.pref.saga.jp/） 



２－３９ 

機能構成 
社名 製品名 

受付 審査 決裁 審査結果通知 
特徴 導入事例 

㈱ 日立製作

所 

アプリポーター ○ △  ○ ・プラットフォームと各フロントオフィ

ス（電子申請、電子調達等）とを繋

ぐソフトウェアを提供 

・各フロントオフィスに共通して必要

となる機能を装備しているので、設

計やカスタマイズを容易に行える 

・本人確認や改ざん検知機能を装

備している 

・審査機能はステータス変更インタ

ーフェースを提供 

（参考ＵＲＬ） 

（http://www.hitachi.co.jp/Prod/ 

comp/app/appliporter/） 

・高知県 

電子行政実証実験（ゴルフ税電子申告） 

（http://www.pref.kochi.jp/̃jyouhou/2001/it/index.html） 

・東京都 実験システム構築中 

・岡山県 

行政手続案内 

（http://www.pref.okayama.jp/e-entry/） 

・愛知県 

・埼玉県 

・石川県 

㈱NTT データ Click apply ○ ○ ○ ○ ・共同利用を視野に入れたシステ

ム構築 

・申請業務に欠かせない決済基盤

（マルチペイメントネットワーク、公

金収納センター）との連携 

・申請書類の様式も自在に変更可

能 

 

 



２－４０ 

（２）電子入札・調達システム 

対象範囲 機能構成 

社名 製品名 
工事 物品 

入札参加資

格者登録 

入札・調達

情報の提供 
入札・開札 

入札・調達

結果の公開 

特徴 導入事例 

日本ＩＢＭ㈱ 電子調達シス

テム 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ・システム連携（電子申請等） 

・公開鍵暗号技術を用いた独自の

時間鍵セキュリティフレームワーク

により時間鍵管理機能（*）を提供 

・セキュリティ機能により入札書の開

札時刻迄の価格保持、公文書の公

開前迄の機密保持、電子選挙、電

子抽選などのアプリケーションを提

供 

（*）時間鍵管理機能 

入札・調達の案件ごとに公開鍵、お

よび秘密鍵を作成し、この鍵を第

三者の位置付けである時間を基準

にして開札時間まで管理する機能 

（参考ＵＲＬ） 

(http://www-6.ibm.com/jp/government/ 

densi/e-government_chotatsu.html) 

 



２－４１ 

対象範囲 機能構成 

社名 製品名 
工事 物品 

入札参加資

格者登録 

入札・調達

情報の提供 
入札・開札 

入札・調達

結果の公開 

特徴 導入事例 

日本電気㈱ 電子調達シス

テム 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ・Ｗｅｂブラウザ上で調達の一連の

プロセスを電子化 

・業務フローに沿った管理表により

進捗状況の把握 

・ＩＣカード認証及び電子署名、暗

号化、ＳＳＬ技術を採用 

・時刻管理により様々な情報提供

のタイミング管理、申請締切り時刻

の管理 

（参考ＵＲＬ） 

（http://www.sw.nec.co.jp/iegs/demospace/ 

demosys/c_index.html） 

・東京都 

（工事 / 物

品） 

・北海道庁 

（物品のみ） 

・岐阜県 

（工事のみ） 

電子入札コア

システム開発

コンソーシアム 

電子入札コア

システム 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ・国土交通省の電子入札システム

をベースに開発 

・Ｗｅｂブラウザで利用が可能 

・ＡＰＩ方式の採用 

・複数認証局、ＧＰＫＩへの対応 

（参考ＵＲＬ） 

（http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/ 

index.html） 

・北海道 

岩見沢市 

・三重県 

・岐阜県 

・大阪府 



２－４２ 

対象範囲 機能構成 

社名 製品名 
工事 物品 

入札参加資

格者登録 

入札・調達

情報の提供 
入札・開札 

入札・調達

結果の公開 

特徴 導入事例 

㈱ＮＴＴデータ Click 

Procurement 

○ ○  ○ ○ ○ ・Ｗｅｂブラウザで利用が可能 

・現行の調達業務フローをそのまま

電子的に置換えている 

・入札書の安全な保管や情報漏洩

防止には原本性確保支援システム

の導入により対処 

・岡山県 

・新潟県 

長岡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２－４３ 

（３）公共施設予約利用システム 

機能構成 社名 製品名 

施設案内 空き状況

参照 

抽選・予

約申込 

料金収納

管理 

実績管理 

特徴 導入事例 

富士通㈱ Ｐａｒｅｓ ○ ○ ○ ○ ○ ・インターネット、音声応答、開放

端末、表示盤といったメディアとの

連携が可能 

・生涯学習情報の提供 

・Ｗｅｂベースでの提供で、チケット

販売管理・会員管理もサポート

し、きめ細かな予約設定および、

料金体系にも柔軟に対応 

・職員向けの各種統計、分析用帳

票も提供 

・埼玉県入間市 

http://res.city.iruma.saitama.jp/ 

servlet/MNU0010 

・東京都板橋区 

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/ 

pares/index2.html 

・愛知県春日井市 

http://www.city.kasugai.aichi.jp/ 

s-gakushu/index.htm 



２－４４ 

機能構成 社名 製品名 

施設案内 空き状況

参照 

抽選・予

約申込 

料金収納

管理 

実績管理 

特徴 導入事例 

日本電気㈱ Ｙｏｙａｃｋｙ △ 

（エンドユ

ーザ向け

コンテン

ツ作成機

能なし） 

○ ○ ○ ○ 総務省汎用受付システム基本仕

様に準拠 

・ブラウザのみでのシステム利用 

・施設の貸出区分（コマの間隔）を

自由に定義が可能 

・施設毎に利用料金の計算式を

設定できる等のパラメータを装備 

・エンドユーザ向けＧＵＩを使用し

パッケージパラメータ設定が可能 

・予約の受付などをはじめ各種の

メール配信機能を装備 

・各機能をオプション設定とし低価

格でのご提供が可能能 

（参考ＵＲＬ） 

(http://www.necsoft.com/soft/yoyacky/) 

・総務省（電子自治体推進パ

イロット事業）※実証実験 

・経済産業省 

実証実験（CDCコミュニティセ

ンタ共同利用） 

⇒経済産業省実証実験東濃

地区（岐阜県） 

・地域イントラネット用のアプリ

ケーション提供 

⇒長野県大町市、長野県諏

訪市 

・イントラネット向け施設予約 

⇒名古屋市 

・業務向け施設予約 

⇒千葉県佐倉市 



２－４５ 

機能構成 社名 製品名 

施設案内 空き状況

参照 

抽選・予

約申込 

料金収納

管理 

実績管理 

特徴 導入事例 

㈱ニッセイコム 総合施設

予約システ

ム 

○ ○ ○ ○ ○ 文化ホールやコミュニティ、スポー

ツ等の様々な公共施設を予約管

理機能に加え清算業務や決済～

収納、統計資料といったバックオ

フィス業務も提供可能。 

・インターネット、Kiosk 端末/携帯

電話/CTI などインターフェイスが

豊富 

・自治体ごとの特色を生かしたカ

スタマイズも可能 

・審査/許可のステータス管理機

能 

・汎用受付システム仕様準拠 

・ICカード（標準システム）実装 

・申請/許可書配信機能 

・兵庫県尼崎市 

http://www.amagasaki-sports.or.jp 

・兵庫県川西市 

http://www.kawanishi-sports.or.jp 

・大阪府泉佐野市 

http://www.izuminomori.or.jp 

 



２－４６ 

機能構成 社名 製品名 

施設案内 空き状況

参照 

抽選・予

約申込 

料金収納

管理 

実績管理 

特徴 導入事例 

㈱ＮＴＴデータ ADVANCE 

RAPPORT

Ⅲ 

○ ○ ○ ○ ○ ・Ｗｅｂブラウザで利用可能 

・電話、ＦＡＸ（音声応答装置）や

インターネット、携帯端末、コンビ

ニ端末からも提供が可能 

・各種講座等のイベントにも対応と

連携可能 

（参考ＵＲＬ） 

（http://www.nttdata.co.jp/services/ 

s090079.html） 

・広島県・広島市 

・東京都大田区、世田谷区、

港区、町田市 

・愛媛県松山市 

・神奈川県横浜市 

・香川県高松市 

・千葉県浦安市 

・静岡県 

 



２－４７ 

（４）文書管理システム 

機能構成 社名 製品名 

収受 決裁 回覧 施行 保存 公開 

特徴 導入事例 

富士通㈱ IPKNOWREDGE

文書管理 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ・添付書類の電子ファイリング化 

・情報公開システムと連携させる事で

インターネット等を利用した情報公開

が可能 

・職員コミュニケーションとの連携で決

裁文書の供覧が可能 

・ＬＧＷＡＮ実施に伴う電子文書交換

への対応をはじめ、庁内電子決済基

盤、職員認証基盤、文書管理基盤の

構築、原本性保証への対応が可能 

・静岡県沼津市 

・愛知県春日井市 

・東京都西東京市 

日本電気㈱ 総合文書管理シ

ステム 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ・基幹系業務（財務会計システム）との

連携 

・標準的なプラットフォームを採用 

・ユーザ規模や段階的要求に応じた

システム導入が可能 

（参考ＵＲＬ） 

（http://www.sw.nec.co.jp/kokyo/ 

product/bunsho.html） 

・三重県 

・神奈川県川崎市 



２－４８ 

機能構成 社名 製品名 

収受 決裁 回覧 施行 保存 公開 

特徴 導入事例 

㈱ＮＴＴデータ ADVANCE 

VISIO Ⅲ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 行政文書の発生から廃棄までをトータ

ルに管理する 

・文書の検索、複写機能 

・文書の所在情報、本文情報のデー

タベース一元管理機能 

・決裁文書に対する保留結果入力機

能（*） 

・財務会計システム連携機能 

等、ＮＴＴデータのパッケージシステム

ならではの機能により文書事務の効

率化、省力化をサポート 

（*）保留機能 

軽微な修正の場合には保留として起

案者に修正させ、保留者から再度決

裁を始める事が可能な機能 

（参考ＵＲＬ） 

（http://www.nttdata.co.jp/services/ 

s090080.html） 

（開発） 

・人事院 

・高知県 

・東京都足立区 

・神奈川県藤沢市 

・三重県伊勢市 

 



３－１ 

３ 現状調査 
３．１ 市町の情報通信基盤整備状況 
各市町におけるパソコンの配備状況や庁内ＬＡＮの整備状況等、各種システムを利用

するための情報通信基盤の整備状況について調査した。 

  （１）パソコンの配備状況 
本庁については、約6割の市町が「職員1人に1台以上のパソコンが配備されている」

状況であり、そうでなくても各係には、1台以上のパソコンが配備されている。 

本庁以外については、「配備されていない」市町も存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．１－１ パソコンの配備状況 

（２）ＬＡＮの整備状況 
本庁については、約 9 割の市町が既に庁内ＬＡＮを整備済みであり、他の市町も整備

計画を持っている。 

また、本庁以外については、約8 割が整備済みの状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．１－２ ＬＡＮの整備状況 

 

 

 

 

33%

63%

35%

22%

27%

16%

3%

0%0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本庁以外

本庁
職員1人に1台以上のパソコンが配備され
ている
係に1台以上のパソコンが配備されている

係に1台以上のパソコンはないが、複数人
数に対して1台以上配備されている
配備されていない

回答なし

52%

86%

26%

5%

15%

9%

7%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本庁以外

本庁

整備済みである
一部整備済みである
整備予定である
整備の計画なし
回答なし



３－２ 

（３）インターネット利用状況 
本庁については、約7 割の市町がインターネットを利用できる状況であり、その他の市

町も概ね近い将来利用可能となる見込みがある。 

本庁以外については、約 6 割が利用可能であるが、本庁とは整備状況に開きが見ら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．１－３ インターネット利用状況 

（４）メールアドレスの配布状況 

全般的に、職員毎や、共用のアドレス配布が進んでいるが、全ての職員がメールを使

えるようになるには、なお時間を要する状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．１－４ メールアドレス配布状況 

 

 

 

 

 

 

 

42%

52%

20%

20%

24%

25%

11%

2%

2%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本庁以外

本庁

利用可能である
一部利用可能である
利用可能とする予定である
計画なし
回答なし

33%

45%

38%

39%

13%

10%

17%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本庁以外

本庁 職員にそれぞれ専用アドレスを配布している

所属共用のアドレスを配布している

特定の用途や個人に限ってのみアドレスを配布している

回答なし



３－３ 

（５）インターネット回線容量 
市町によって容量の差異が目立つ。６４ｋや１２８ｋ、および１．５Ｍに占める割合が高い

のは通信業者のサービスに依存するものと考えられる。全般的に高速化の傾向が推測

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．１－５ インターネット回線容量 

（６）Ｗｅｂサーバの設置場所 
庁内に設置されている比率が高く、直接の運用が中心であると推測される。 

 

 

 

 

 

 

図３．１－６ Ｗｅｂサーバの設置場所 
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市町数
庁内に設置
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その他
回答なし



３－４ 

３．２ 市町のシステム化状況 
各市町のシステム化進展状況や運用形態および運営体制について調査した。 

３．２．１ 情報システムの現状 

（１）行政情報システムの進展状況、および運用形態 

税務システムや財務会計システム、住基システムおよび人事・給与システムについ

ては、高い割合でシステム化が完了しているのに対し、土木システム、文書管理シス

テム、施設予約システムについては、システム化が完了していない傾向にある。 

また、運用形態については単独運用が大きな割合を占めているが、一部に地域で共

同利用されている事例が存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．２．１－１ システム進展状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．２．１－２ システム運用形態 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

施設予約システム

文書管理システム

人事・給与システム

土木システム

住基システム

財務会計システム

税務システム
システム化完了
システム開発中
システム化する計画がある
システム化の予定なし

回答なし

（人事・給与システムが個別でシ

ステム化されている場合、どちら

かがシステム化完了していれば

システム化完了とみなした） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設予約システム

文書管理システム

人事・給与システム

土木システム

住基システム

財務会計システム

税務システム 単独運用
共同運用（広域行政等で処理）
回答なし

（「システム化完了」や「システム開発

中」、および「システム化する計画が

ある」を選択された市町を対象とす

る） 



３－５ 

グループウェアは、既に大半の市町に導入済みであり、運用形態について

は、ほぼ全てが単独運用されている。 

 

 

 

 

 

図３．２．１－３ グループウェア進展状況 

 

 

 

 

 

図３．２．１－４ グループウェア運用形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74% 7% 17% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グループウェア

ほぼ全庁で導入済みである
一部において導入済みである
導入していない
回答なし

96% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

グループウェア 単独運用 回答なし



３－６ 

（２）共同運用 

県下で、共同利用型の運用が行われている事例は、次のとおりである。 

表３．２．１－１ 共同運営（広域行政等）の取組み状況 

名 称 自治体数および自治体名 費用負担方法 

阪神広域情報ネットワーク ８市町 

（尼崎市、川西市、伊丹市、三

田市、宝塚市、芦屋市、西宮

市、猪名川町） 

各市町の業務量に応じた費

用負担と全市町均等の費用

負担の併用 

総合行政情報システム ４市町 

（西脇市、加美町、八千代町、

黒田庄町） 

税務システム：各市町の業務

量に応じた費用負担 

住基システム：各市町の人口

比に応じた費用負担 

北但広域行政協議会 

共同電算処理 

９市町 

（豊岡市、但東町、竹野町、香

住町、美方町、村岡町、城崎

町、日高町、出石町） 

各市町の業務量に応じた費

用負担 

南但広域行政事務組合 

共同電算処理 

７町 

（和田山町、山東町、朝来町、

八鹿町、養父町、大屋町、関

宮町） 

各町の人口比に応じた費用

負担（７割） 

全町均等の費用負担（３割） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３－７ 

３．２．２ 情報システムの運営体制 
（１）情報システム部門の要員数 
大半が、5 名以下の体制で運営されている。 

ＳＥやオペレーターを常駐させている市町は、比較的少数である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．２．２－１ 情報システム部門の要員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．２．２－２ ＳＥおよびオペレーター人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67% 16% 7% 2%2% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

要員数

0～5名
6～10名

11～20名

21～30名
31名以上

回答なし

77% 10% 6% 5% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人数

0名
1～5名
6～10名
11名以上
回答なし



３－８ 

（２）アウトソーシングの状況 
約半数の市町が何らかのアウトソーシングを実施している。 

また、今後アウトソーシングの検討を進める予定の市町が２割程度あり、全般的にはア

ウトソーシングを指向する傾向が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

図３．２．２－３ 現在のアウトソーシング 

 

 

 

 

 

 

 

図３．２．２－４ 今後のアウトソーシング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 26% 51% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市町

実施している
部分的に実施している
実施していない

回答なし

24% 67% 1% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市町

アウトソーシングを進める予定

現状のまま

アウトソーシングをやめる方向で考
えている
回答なし



３－９ 

（３）個人情報保護とオンライン結合について 

全面禁止の市町が1割を占めているが、審議会での了解によりオンライン結合を可能

とする市町が大半である。 

 

 

 

 

 

 

 

図３．２．２－５ 個人情報保護条例のオンライン結合 

（４）セキュリティポリシーの策定状況 

現在セキュリティポリシーを策定している市町は、まだ少ないが、今後、策定を予定し

ている市町が約４割を占めており、セキュリティに対する重要性の認識が高まっているこ

とがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

図３．２．２－６ セキュリティポリシーの策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 52% 23% 11% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町

全面禁止
審議会にて了解を得れば可能
個人情報保護条例がない

分からない
回答なし

5% 41% 55% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市町

策定している
策定を予定している
策定していない

回答なし



３－１０ 

（５）情報化計画の策定状況 

市町における情報化計画の策定状況、および計画の中で重視される項目は、以下の

とおりである。 

 

 

 

 

 

 

図３．２．２－７ 情報化計画の策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．２．２－８ 情報化計画における重視項目 

（その他、重視される項目） 

・加入者系高速情報網の整備 

・地域通信（町全体の情報通信）インフラ整備 

・行政と市民（ボランティア等を含む）、企業、団体等との役割分担 

・堅守なセキュリティレベルの確保と効率的な情報共有の共存 

・ＣＡＴＶによる情報化計画 

31% 17% 22% 30% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市町

策定済み
策定中

今後策定予定
策定予定なし

回答なし
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本庁内の情報通信インフラ（ＬＡＮ構築）の整
備
本庁と出先機関等との間の情報通信ネット
ワークの整備
国、県とのシステム、ネットワーク連携

近隣の自治体とのシステム、ネットワーク化

既存情報システムの改善と高度化

既存情報システムの統合化、ネットワーク化

新規情報システムの構築

地域産業の振興

ホームページ等を用いた住民への各種情報
提供
行政サービスの向上

業務プロセスの効率化

職員セキュリティポリシーの向上



３－１１ 

３．３ 共同運営システムに対するニーズと課題 

市町から見た共同運営システムに対するメリット、および課題について調査した。 

（１）共同運営システムに対するメリット 

システムに係るコストやファシリティに関する期待が高いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．３－１ 共同運営のメリット 

 

（その他のメリット） 

・ 技術的専門職員の共有 

・ システム改築の早期着手が可能 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夜間、休日の運用ができる

セキュリティの確保ができる

自治体間の情報化が早期にできる

設備設置スペースの確保が不要

システム運用ノウハウが共有

要員確保の必要がない

運営・保守の面から経費負担が軽減できる

大いに期待する
期待する

分からない
あまり期待できない
期待できない
回答なし



３－１２ 

（２）共同運営システムに対する課題 

全般的に課題としてのとらえ方が重い傾向にある。特に個人情報保護や制度・体制の

整備が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．３－２ 共同運営の課題 

 

（その他の課題） 

・ 住民に対する意識啓発、ＰＲ 

・ 職員のスキルアップ 

・ 各自治体におけるカスタマイズ 

・ 共同運営システムが他のシステムと比べて常に、より市民にとってメリットのあるもの

であり続けることのできるよう、運営体制を考慮する必要がある 

・ 既存の住税などの基幹業務システムとの連携 

・ 共同運営する団体による定期的な調整が必要である 

・ 業務に合わせてシステムを改変するより、システムに合わせて業務の流れを考える

発想の転換 

・ ネットワーク回線の高速化 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

システムを利用する際に手続きを取り決める必要がある

システムを運営する組織体制の確立を行う必要がある

条例等の法制度整備を行う必要がある

業務の共通化を決める必要がある

個人情報保護に配慮する必要がある

構築費や運営費の公平な負担割合を決める必要がある

システム運用に係る運営費や負担金

開発・構築費用を抑制する必要がある

全く問題ない
ほとんど問題ない

分からない
多少課題となる
大きな課題となる
回答なし



３－１３ 

（３）その他の意見 

その他、共同運営システムについて寄せられた意見、要望を以下に示す。 

 

表３．３－１ その他の意見・要望 

項目 ご意見 

コスト ・ 個々の市町で電子申請や電子入札といったシステムの構築は難しい。共同

運営システムに期待している。 

・ コスト削減され業務が整理されれば素晴らしいと思う。 

・ システムをストレスなく使う為には高速なアクセスラインを確保する必要があ

るが、このコストを考えると、共同システムは難しいと思われる。将来的に通

信コストが大幅に低下すればコスト的に見合う時代も来るかと思われる。 

・ 経費負担割合はどうなるのか。 

システム ・ 住民が使うシステムについては、各市町バラバラのシステムではなく、汎用

的なものが必要である。 

・ 既存の基幹システムの改造費用等を考えるとコスト的には疑問がある。基本

的な部分を共同化するのではなく、全てをシステム化して、市町がどこまで

のレベルで導入するかを選べるようにしてもらいたい。 

・ 自町で導入済みの場合、重複する機能についてはどうなるのか。 

運営 ・ 財政規模の小さい町にとっては、ＡＳＰの利用・活用ができれば開発・運営と

も経費負担の軽減が期待できると思う。しかし、共同運営した場合、組織独

自の事務の流れや仕事の仕方が変わり、それらに対応できるか、いささか疑

問である。法定受託事務など、どこの市町でも行っている事務については、

総合的なシステム化を期待する。（ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄにような仕様ができれば） 

・ 地域別に 1 つの共同運営があるのではなく、複数の共同運営システムが並

立してサービス面、コスト面で競い合うのが良い。地方自治体はその中から

どれに参加するか選択すれば良い。また、参加や脱退が容易に行えるもの

でなければいけない。 

その他 ・ ぜひ推進してもらいたい。 

・ 個々に問題はあると思うが、総合的には大きく期待している。 

・ 共同運営する団体のセキュリティレベルの向上と均一化及び、各システムを

利用する担当者の意識改革が重要である。 

・ セキュリティの保持、運用ルールの厳格化、セキュリティやその他全てのレ

ベルに対して市町間のレベルがばらばらである。 

・ 検討内容、結果の早期公開を望む。 

・ 全体的なスケジュールが見えてこない。 

 



４－１ 

４ 業務分析 
４．１ 業務分析の進め方 
共同運営に参加する各市町へのメリットを考慮し、各市町からのシステム化ニーズの高

い業務についてシステム化対象とすることが望ましいと考えられる。これにより、共同運営

する対象業務への需要が増えることが見込まれ、共同運営への参加促進にもつながると

考えられる。 

ただし、対象業務をシステム化するにあたり、電子化の阻害要因となりうる事項への配慮

が必要となる。また、「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画」などにより、早期にシステム化が望まれる業務

も存在している。これらの状況を考慮し、関連する技術動向や国等における標準化の動向

なども対象業務選定の条件に含む必要があると考えられる。 

したがって、以下の２つの観点より分析・検討を行い、システム化対象とする業務を明確

にする。 

 

l アンケート調査結果・インタビュー調査結果 
兵庫県下の８８市町を対象とし実施したアンケート調査結果、および市町への個

別インタビュー調査結果より、各市町における「システム化のニーズ」や「システム

の導入状況」等の分析を行う。 

 

l 関連する動向調査 
関連する技術動向や国等における標準化動向などの分析を行い、「システムの

必要性」や「システム化の容易性」等について検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．１－１ 業務分析の進め方のイメージ 

 

 

対
象
業
務
シ
ス
テ
ム 

業
務
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高
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シ
ス
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【観点１】 

● アンケート調査結果 

● インタビュー調査結果 

 

◆ システム化のニーズ 

◆ システムの導入状況 

等 

【観点２】 

● 技術動向調査 

● 標準化動向     等 

 

◆ システムの必要性 

◆ システム化の容易性 

（システム化の課題） 等 



４－２ 

４．２ 対象業務の絞込み 
４．２．１ アンケート調査結果・インタビュー調査結果 

兵庫県下の８８市町を対象とし実施したアンケート調査結果、および市町への個別

のインタビュー調査結果より、市町の「各システムを共同運営することに対するメリット

の有無の考え方」、「各システムの導入状況」の分析を行うことで、各市町の共同運営

へのニーズを考察する。 

今回のアンケートでは、以下の６つのシステムについての調査を行った。 

 

・ 電子申請システム 

・ 電子入札・調達システム 

・ 電子申告システム 

・ 公共施設予約システム 

・ 文書管理システム 

・ グループウェア 

 

ただし、「システムの導入状況」については、一般的なシステム化事例等から、「公共

施設予約システム」、「文書管理システム」、「グループウェア」のみの設問としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４－３ 

（１） 共同運営することに対するメリットの有無の考え方 

「電子申請」・「電子入札・調達」・「電子申告」・「公共施設予約」といったフロント系の

業務システムの共同運営については、メリットがあると考える市町が多いのに対し、「文

書管理」・「グループウェア」といったバックオフィス系の業務については、あまりメリットが

あるとは考えていないことがわかる。 

「メリットがない」とした理由としては、業務（事務）の共通化など「運用面に関わる事

項」を理由としたものが多い結果となった。「公共施設予約」・「グループウェア」では、

「すでに導入済みであること」も多く理由に含まれている。フロント系とバックオフィス系で

「メリットがある」とした割合が大きく異なるのは、業務の性質や、各市町における導入状

況による違いと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．２．１－１ 共同運営のメリットの有無 

 

 

50%

52%

58%

53%

28%

22%

42%

42%

38%

38%

59%

52%

6%

5%

1%

8%

10%

24%

1%

3%

2%

2%

2%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

電子申請

電子入札・調達

電子申告

公共施設予約

文書管理

グループウェア

ある わからない ない 回答なし



４－４ 

表４．２．１－１ 共同運営のメリットがないと考える理由（１） 

システム名 理由 

共同化してしまうと、各自治体の運営に沿わない場合があるのでは 

各市で共通する項目が少ないことや方法が限られているから 

市町独自の場合、インターネット接続のみで良いが、共同運営の場

合はセンタまでの通信設備などの経費が二重投資になるため。シ

ステム個別ではなく、トータルとしてのメリットを考慮すべき。 

様式を揃える必要がある 

電子申請 

現時点では業務の共通化等に係る課題の方が多い為 

各自治体の実情が異なるため 

団体ごとに事務取扱いが異なる部分があるため 

経費に比較し件数が少ない。指名競争入札が大半であるため、投

資してもメリットがない。 

電子入札・調達 

現時点では業務の共通化等に係る課題の方が多い為 

電子申告 現時点では業務の共通化等に係る課題の方が多い為 

建物の性質により、利用者の適格要件や優先要件がばらばらであ

り、更に自治体毎に異なっており、共同運営にはなどまないと思料

される 

他市町からの利用者がほとんどない（地元住民の利用がほとんど） 

それぞれが個別にすればよい 

メリットが思い浮かばない 

既に単独で導入し定着している 

公共施設予約 

現時点では業務の共通化等に係る課題の方が多い為 

各自治体の運営に沿わない 

メリットはないと思う 

各市で文書保存、又は事務内容が異なるから 

共有する文書が少ないため 

文書管理の方法が各自治体によって異なる為、文書管理システム

を共同化することが困難 

処理データ、運用形態、コスト等の面からメリットはないと思われる 

各自治体の運営に沿わない 

各市町で重複するものも多く、また、処理が膨大な量となるため、共

同化するデメリットの方が大きい 

文書管理 

現時点では業務の共通化等に係る課題の方が多い為 

 



４－５ 

表４．２．１－１ 共同運営のメリットがないと考える理由（２） 

システム名 理由 

すでに導入済みだから 

現在のシステムでよい 

大半の市町において導入済みであると思われるため 

既に多くの市町でグループウェアを導入済み 

既に導入し様々な独自システムを開発し定着している。 

各市独自の事情に合わせるのは難しいと考える。 

現在、各市で使用しているシステムの取扱に職員が慣れている。ま

たそのシステムが各市独自の運用形態に基づき構築しているため 

共同化することで各団体が考える将来の機能拡張に制限がなされ

るのではないかと言う疑問がある 

「グループ」という概念から外れるから 

各自治体により組織の形態がちがうため 

ＧＷは一組織の業務ツール的な性質のものであるため 

カスタマイズしてこそが効果が発揮できるソフトウェアであるから 

セキュリティが保てない 

共有する情報の質・量があまり想定されていない 

障害発生時の「切り分け」が難しいから 

導入にそれ程コストがかからないため 

運用形態、機能、コスト、セキュリティ等の面からメリットはないと思わ

れる 

メリットが分からない 

グループウェア 

インターネットを利用すればよい 
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（２） システムの導入状況 

「グループウェア」については「導入済み」は一部も含めると約８割であり、各市町にお

いて導入が進んでいることがわかる。「公共施設予約」・「文書管理」については「開発

中・計画中」も含めると半数程度の市町が何らかの施策がある反面、残りの市町では「予

定がない」といった状況であり、市町間での格差が大きいことがわかる。 

また導入に際しては、そのほとんどが単独でのシステム導入形態であることがわかる。 

 

【公共施設予約】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文書管理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グループウェア】 
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（３） 考察 

アンケート調査結果・インタビュー調査結果から、フロント系業務（電子申請／電子入

札・調達／電子申告／公共施設予約）は比較的共同運営のメリットがあると考える。 

バックオフィス系業務の「文書管理」については導入状況に市町間で差があり、共同

運営の対象として検討する必要性があると考えられる。一方、「グループウェア」につい

ては大半の市町で導入が進められており、市町のメリットがそれほど感じられない。 

したがって、運用面などにおいての課題はあるものの、各市町のニーズ・メリットがある

と考えられる以下の５システムについて、さらに検討を行うこととする。 

 

・ 電子申請システム 

・ 電子入札・調達システム 

・ 電子申告システム 

・ 公共施設予約システム 

・ 文書管理システム 

 

 

４．２．２ 関連する動向調査 

「４．２．１ アンケート結果・インタビュー結果」より、市町のニーズが高いと思われる

５つのシステム（電子申請、電子入札・調達、電子申告、公共施設予約、文書管理）に

ついて、国等の標準化動向や関連する技術動向から、「システムの必要性」や「システ

ム化の容易性」の観点より検討を行う。 

 

（１） 国等の標準化動向からの検討 

ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画などを受け、ネットワーク整備、申請・届出、認証等について、各

省庁にて具体的な取組が展開されている。これらの取組の中で、電子申請、電子入札・

調達、電子申告、公共施設予約、文書管理について、どのような指針が示されているか

等を「表４．２．２－１ 国等の標準化動向」にまとめる。 

 

今回、検討対象としているフロント系業務（電子申請／電子入札・調達／電子申告／

公共施設予約）については、一定の指針や標準システム等が国等の施策により示され

ており、実証実験やシステム化検討が進められている。また、システム整備の時期（要

望）が、一部運用も含めると数年内とされていることから、システム化の必要性が高いと

考えられる。 

文書管理については、各地方自治体に任される傾向にある。しかし、フロント系業務

のみの電子化では、真の「行政事務の電子化」・「電子自治体の実現」とはなりえず、

「行政の電子化」との観点から、その必要性は高いと推測できる。 
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表４．２．２－１ 国等の標準化動向 

システム名 標準化指針など 整備時期（要望） その他 

電子申請 ・ 「地方公共団体における申請・届出等手続に関

する汎用受付システムの基本仕様（第二版）」（Ｈ

１５．３） 

・ 「汎用受付システムの調達の参考資料（共同利用

の場合）（改訂第２版）」（Ｈ１４．１２） 

先行団体（主に都道府県）：２００２年度以降 

市町村等：２００３年度以降 

・ 電子自治体推進パイロット事業の実証実験

（Ｈ１３～１５） 

・ 各省庁より、地方自治体に関する手続につ

いてのアクションプランが随時示されている。 

電子入札・調達 ・ 国土交通省が電子入札システムを無償公開（Ｈ１

３．１１） 

・ 上記システムを電子入札コアシステム開発コンソ

ーシアムが改善 

（Ｖ１：Ｈ１４．６ Ｖ２：Ｈ１４．１０） 

都道府県・政令市： ２００３年（一部運用） 

                ２００７年（完） 

主要地方都市 ：     ２００４年（一部運用） 

（中核都市）         ２００８年（完） 

その他の市町村：      ２００４年（一部運用） 

                 ２０１０年（完） 

特になし 

電子申告 地方税電子申告システムモデルシステム仕様書

（Ｈ１４．７） 

（Ｈ１４．１２） 

２００３年度以降 

（優先的に税目の提示あり） 

地方税電子申告システム実証実験（Ｈ１４．１０

総務省） 

公共施設予約 ・ 「地方公共団体における申請・届出等手続に関

する汎用受付システムの基本仕様（第二版）」（Ｈ

１５．３） 

・ 「汎用受付システムの調達の参考資料（共同利用

の場合）（改訂第２版）」（Ｈ１４．１２） 

先行団体（主に都道府県）：２００２年度以降 

市町村等：２００３年度以降 

電子自治体推進パイロット事業の実証実験（Ｈ

１３～１５） 

文書管理 第１２回経済財政諮問会議（Ｈ１４．５）の中の資料でバックオフィス業務は２００５年目途で業務の標準化・共同

化、アウトソーシングの導入、地方自治体の業務改革の実現へとされている。 

各地方自治体の情報化戦略では、整備方針が

提示されていることが多い。 
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（２） 関連する技術動向からの検討 

関連する技術動向としては「２．３ 技術動向」に記すとおり、行政機関の認証（組織

認証）や利用者の認証（個人認証、法人認証）、電子決済などについては、基盤の整備

が整うことで実現可能と考えられる。 

しかし、「電子申請」や「電子申告」の業務の特性上、必要と思われる「代理人の扱い」

や「代理人の属性（資格）認証」については現在検討中の段階である。属性（資格）認証

については「地方公共団体による公的個人認証サービスの創設について」（Ｈ１４．２：総

務省）で素案としての提示にとどまっており、一部で「士業の認証局」の構築がなされて

はいるものの実現方法については明確となっておらず、今後の動向に配慮する必要が

ある。 
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４．２．３ システム化検討対象の業務システム 

「４．２．１ アンケート結果・インタビュー結果」「４．２．２ 関連する動向調査」より、市

町のニーズやシステムの必要性・実現性（国等での検討状況）を考慮し、以下の業務

システムを共同運営の検討対象とする。 

各業務システムの概要などを「４．３ システム化対象業務の概要」に示す。 

 

・ 電子申請システム 

・ 電子入札・調達システム 

・ 公共施設予約システム 

・文書管理システム 

 

【今回の対象から除外した理由】 

● 電子申告システム 

市町からのニーズは高いものの、全国共通仕様を踏まえたシステム仕様とするこ

とが望ましいと考えられるため、今年度に予定されている実証実験の状況を注視す

る必要があると思われる。また、業務の特性上、利用者の利便性を考えた場合、税

理士の代理の割合が多いと考えられることから属性（資格）認証は必須の要素と考

えられる。 

今後の国等の動向を受けシステム化を行うことが望ましいと考えるため、今回は対

象外とする。 
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４．３ 対象業務の概要 
４．３．１  電子申請システム 
（１） 業務概要 

業務概要 現在、役所の該当窓口に出向き、所定の様式に必要事項の記入・捺印を行

い提出している一連の行政手続きをオンラインで行う。 

サービスイメージ 

 

業務機能 共同運営システムがサポートする範囲 

申請者向け機能 

機能項目 概要 

様式提供 申請・届出に必要な一覧／様式を申請者端末に送

信する。 

申請書受付 申請データを受け付ける機能。 

到達番号の付与／形式審査／署名検証／納付

情報の取得および納付番号の付与／到達通知の

送信等を行う。 

問合せ 当該申請の一覧とその処理状況を申請者端末に

送信する。 

結果通知 申請者に電子メール等で審査結果通知を送信す

る。 

公文書取得 申請者から指定された通知書／公文書を送信す

る。 
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必 要 事 項 の 記 入 ・ 捺 印

郵 送

窓 口 に 持 参
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【 審 査 状 況 確 認 】

電 話 な ど に よ る

【 審 査 結 果 等 の 取 得 】

窓 口 で 受 け 取 り

郵 便 で 受 け 取 り

審 査 結 果 等

電 子 化 後

自 宅 か ら 職 場 か ら

【 申 請 書 の 作 成 ／ 提 出 】

【 審 査 状 況 確 認 】

【 審 査 結 果 等 の 取 得 】

申 請 書 作 成 ／ 提 出 画 面

審 査 結 果 等 取 得 画 面

審 査 状 況 確 認 画 面

インター
ネット

【各市町】

データ取得

データ送信
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【 審 査 状 況 確 認 】

電 話 な ど に よ る

【 審 査 結 果 等 の 取 得 】

窓 口 で 受 け 取 り

郵 便 で 受 け 取 り

審 査 結 果 等
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問 い 合 わ せ 応対

【 審 査 状 況 確 認 】

電 話 な ど に よ る

問 い 合 わ せ問 い 合 わ せ 応対応対
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窓 口 で 受 け 取 り

郵 便 で 受 け 取 り
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【 審 査 結 果 等 の 取 得 】
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申 請 書 作 成 ／ 提 出 画 面

審 査 結 果 等 取 得 画 面
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市町担当者向け機能 

機能項目 概要 

申請書登録 申請・届出の様式を登録する。 

審査支援 担当者端末に申請書や添付ファイルの表示を行

い、審査結果入力を行う。 

また補正が必要な場合、担当者によって登録され

た情報を申請者に通知する。 

問合せ 当該申請の一覧とその処理状況、納付状態および

審査状況情報を担当者端末への表示を行う。 

決済 納付情報に基づき手数料等の領収済照合を行う。 

公文書管理 通知書／公文書にデジタル署名の付与を行い、登

録を行う。 

市町側で行う業務 

機能項目 概要 

審査 申請内容について、システムの審査支援機能を用

いて審査を行う。 

決裁 決裁の必要な申請・届出文書について、関連部署

に通知し、決裁を行う。 

※ 他に認証／決済基盤や審査システムとの連携機能が含まれる。 
 

共同化のメリット ・短期間でのシステム構築が可能  
ハードウェア、基本ソフトウェア、ネットワーク等、システム構築に必要な基
本要素をセンタ側であらかじめ備えることにより、システム構築に必要な期
間を最小限に抑えることが可能となる。また、標準化された様式があらかじ
め備えられている（かつ利用可能な）場合は、申請書様式提供画面の作
成に必要な期間を最小限に抑えることが可能となる。結果的に早期に行
政サービスを立ち上げることが可能となる。 
・費用削減が可能  
共通した基盤環境を共同利用することにより個々の負担費用は削減され
る。また、システム運用要員を自前で確保する必要がなく、人件費も削減
される。 
・自前の設備環境が不要  
ハードウェアの設置場所、電源、空調等の設備環境を自前で用意する必
要がない。 
・専任要員（スペシャリスト）が不要  
共同運営することで、システム構築／運用のための専門技術者が不在で
も容易にサービス開始が可能。 
・運用負荷の軽減が可能  
運営機関に運用、メンテナンス、保守を任せることで、運用にかかる負荷
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が大きく軽減される。 

共同化の 

  問題点・課題 

・様式の標準化 
申請書は各自治体で独自フォーマットとなっていることが多く、記載項目
を始めとする様式の標準化や、標準化範囲について検討が必要となる。
また、XML タグの標準化についても検討が必要である。 
・機能の標準化 
共同化するため、共同センタの機能の標準化が必要であり、各自治体か
らの独自要望に柔軟に対応できないことがある。 
・既存システムとの連携 
各市町の既存システムとの連携は、既存システム側で共同センタが提供
する標準インターフェースに対応する必要がある。独自開発に比べ、既存
システムへの影響が大きくなる（改造範囲が大きくなる）可能性がある。 
・個人情報保護の問題 
手続の内容によっては、申請者のプライバシーに関わる情報も含まれるた
め、個人情報保護の問題が発生する。 
・決裁機能の電子化 
現在の総務省基本仕様においては、電子的な決裁機能はシステム対象
外となっている。市町の利用を考慮すると、決裁機能の電子化ができない
と内部事務の負担が大きくなると思われる。 
・法整備 
自治体によって個人情報保護のレベル、システム間のオンライン結合の
可否が異なるが、個人情報を自治体外に置くことを禁止している自治体や
システム間のオンライン結合を禁止している自治体もあるため、法または
条例、制度の整備が必要となる。 
・費用負担のあり方 
共同運営システムを構築する際の初期費用やサービスを利用する際の利
用料に関して、参加自治体での負担割合や途中入会・脱会時の扱いに
ついて検討が必要となる。 

 



４－１４ 

 

（２） 業務内容分析 

ア システム化対象範囲について 

電子申請システムの共同システム化対象範囲についてアンケートを実施した結果、機

能別では、「受付」（９６％）、「審査」（５１％）、「決裁」（３８％）、「審査結果通知」（５４％）

となった。 

パターン別では「受付のみ」が最も多く、次いで「受付-審査-決裁-審査結果通知」（全

機能）、「受付-審査-審査結果通知」（決裁のみ別）のパターンとなった。 

共同運営の対象と考えている機能として、「受付」は必須だが、その他の機能につい

ては、市町でバラツキがあり、パターン別集計の結果にも現れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．３．１－１ 電子申請システムの共同化範囲 

 

表４．３．１－１ 電子申請システムの共同化範囲（パターン別集計） 

受付 審査 決裁 審査結果通知 割合 

○ ○ ○ ○ 33% 

○ ○ ○   1% 

○ ○   ○ 11% 

○ ○     7% 

○   ○ ○ 3% 

○     ○ 8% 

○       34% 

    ○   1% 

わからない（不明） 3% 
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イ 年間受付件数の多い手続について 

年間受付件数の多い手続に示された手続の一覧を「表４．３．１－２ 年間受付件数の

多い手続一覧」に示す。各市町の規模が異なることから、単純に受付件数では比較は

できないため、市町ごとの受付件数での順位付けを行った。同表内の数値は、各順位

に該当する市町数を表している。 

 

市町数合計の上位３つの手続は、各市町内での受付件数においても上位に位置付

けられることがわかる。これらの手続の電子化は利用者の利便性の向上につながると考

えられるが、現在の運用でも即日交付されることから、交付物の電子化が実現されない

と、利用者側のメリットも半減すると思われる。 

下表の手続以外で「電子化する意義が高いとする手続」としては、「所得証明書交付

申請」（３市町）、「道路占用許可」（２市町）が挙げられている。その他には、「職員

採用試験受験申し込み」等の手続も考えられる。 

 

表４．３．１－２ 年間受付件数の多い手続一覧 
 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 
市町数 

合計 

手続件数 

合計 

印鑑証明書交付申請 32 39 4   75 3,068,937 

戸籍謄本、抄本の交付申請 7 2 58 7 1 75 1,138,609 

住民票の写しの交付申請 36 34 4   74 3,590,557 

軽自動車税納税証明書交付申請   1 12 11 24 39,881 

市・県民税納税証明書交付申請   1 17 5 23(24) 198,667 

入札参加資格申請   2 10 11 23 31,914 

国民健康保険資格異動届    3 16 19 81,222 

固定資産税閲覧・証明書交付申請    10 7 17 69,457 

住民異動の届出（転入・転出届） 1  1 5 8 15 269,011 

戸籍の届出   1 3 6 10 106,297 

印鑑登録申請 1 1 1 3 3 9 178,944 

収入申告書    6  6 16,039 

国民年金保険料口座振替・自動払込依頼書   3   3 457,107 

要介護認定、要支援認定申請     3 3 1,984 

国民年金保険料免除申請    1  1 3,540 

児童手当現況届     1 1 285 

高額介護サービス費支給申請     1 1 405 

 ※カッコ付きの数値 
「市・県民税納税証明書交付申請」が上位５つの手続に入らないが、申請件数が多いとの理由により、
電子化する意義が高いとする手続としている市町数を加算した値。 

 

（88市町を対象にアンケート実施） 
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ウ 年間受付件数と手続き数について 

市町の申請・届出に関する手続き数および年間受付件数についてアンケートを実施

した結果の回答状況について表４．３．１－３に示す。 

件数の多い手続きに関するものについては７５市町の回答が得られたが、総受付件数

については９市町にとどまった。手続き数においては４市町であった。 

 

 表４．３．１－３ アンケート回答状況 

設問 有効回答数 回答率 

手続き数 4 5% 

年間総受付件数 9 10% 

件数の多い上位５手続きの内容および件数 75 85% 

 

受付件数の多い上位５手続きの総件数は ９３０万件であった。 

総受付件数については、回答の得られた市町の統計データから住民一人あたりの年

間申請・届出件数を算出した。 

住民一人あたりの年間申請・届出件数 ＝ 年間総受付件数／人口 ≒ ２．４７（件） 

 

この数値を基に統計データがない市町の総受付件数の想定値を算出した結果、総受

付件数の総合計は １，３７０万件となった。 

 

市町の人口と年間の総受付件数の関係を図４．３．１－２に示す。 
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図４．３．１－２ 人口と受付件数の関係 
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市町の人口規模と平均年間受付件数について表４．３．１－４に示す。 

 

 表４．３．１－４ 人口規模と平均年間受付件数 

平均年間受付件数 
市町の人口規模 

上位 5手続き   全手続き *1) 

50万以上 2,781,000 3,600,000 

10万～50万 484,123 721,556 

3万～10万 95,844 124,387 

3万以下 18,200 27,026 

 *1) 統計データのない市町は人口から想定した値を用いている。 

 

市町の人口と手続き数の関係を図４．３．１－３に示す。手続き数の統計データは少な

いが、政令指定都市、中核都市、人口３万人以下の市町では手続き数にかなりの差異

がある。 
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図４．３．１－３ 人口と手続き数の関係 
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（３） 業務の手続きや様式の標準化について 

申請・届出の業務手続きや様式の標準化の考え方について以下に示す。 

 

ア 電子化の課題 

現在、各市町で行われている申請・届出業務を電子化するにあたり、障害となりうる

様々な課題があり、それぞれに対する対応案を考慮し検討していく必要があると考える。 

電子化を行う際の課題と考えられる項目を洗い出し、下表にまとめる。 

 

表４．３．１－５ 電子化の課題（１／２） 

項目 電子化する際の難易度・課題 

認証（本人確認） 申請・届出手続きの中には、署名や押印等による本人確認が必要なもの

もある。オンラインで本人確認を行うための仕組みが必要となる。 

添付書類 添付書類については、平成１４年１２月に成立した行政手続オンライン化

関係三法によって、政党助成法の支部報告書の提出時に添付が必要な

支部交付金の支出額の領収書や残高証明書の写し等のように、今まで

主に制度的な理由によって書面でしか取り扱えなかった添付書類が電子

的に取り扱えるようになったものもある。ただし、これら３法は法令のため、

自治体独自の条例で必要とされている添付書類については、自治体単

位での条例の見直しの必要がある。 

申請手数料等の収納

方法 

申請・届出手続きの中には、手数料が必要となるものがある。また、手数

料として印紙による納付を義務づけている手続きもある。申請・届出手続

きの電子化の際には手数料の収納方法について検討が必要となる。 

窓口に出向く必要性 申請・届出の業務の中には、本人であることを確認するためや対面審査

が必要なために窓口に出向く必要があるものもある。法令・条例等や事務

の見直しを検討する必要があると思われる。 

法令・条例等 申請・届出の業務手続や様式が法令・条例等で定められている場合、法

令・条例等の改正が必要となる場合がある。 

到達時期 行政手続きにおいて申請・届出の到達時期は、申請の受付の締め切りが

ある、受理通知を返却しているもの等重要な意味をもつ場合がある。電子

化に際して到達保証、到達時刻保証等の仕組みが必要となると思われ

る。 

代理申請 代理申請について、「血縁者等による一般的な代理申請」「士業資格を有

する者の代理申請」があり、それぞれについて検討する必要がある。また

それぞれの代理申請時には、委任状が必要となる場合があり委任状につ

いての検討が必要となる。 
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表４．３．１－５ 電子化の課題（２／２） 

項目 電子化する際の難易度・課題 

外字 申請・届出手続きの際、外字を使用する必要がある場合があり、これらの

手続きの電子化にあたり外字への対応が必要となる。 

申請の取下げ 申請受付後に申請者の要求にて申請の取下げが発生することがある。現

状、電話等で受け付けている申請の取下げについて機能の検討をする

必要がある。 

補正の指示 現在の運用において、窓口での形式審査時や形式審査完了後の内容審

査時に不備が判明した場合、申請者に対して補正を求めることがある。補

正の指示機能について検討する必要がある。 

その他 その他、申請・届出手続き単位で電子化が困難、または電子化に向かな

い業務がある。 

住基ネットの関連で住民票の写しが不要となり手続きがなくなる可能性が

ある等の「手続き自体が廃止」されるものや、複数人の印鑑が必要な手続

きや申請書に第三者による所見の記載や印鑑が必要な手続き等の「申

請業務に特化した理由により電子化が困難」とされるもの、第三者に委託

しており自治体にて管理をしていない手続き等の「自治体単独での整備

が不可能」とされるものがあり、これらはメリット・ニーズ・費用対効果も含め

て検討を行う必要があると考える。 

 

 

イ 電子化の課題に対する対応案 

表４．３．１－５の電子化の課題に対する対応案を下表にまとめる。 

 

表４．３．１－６ 課題に対する対応案（１／３） 

項目 電子化する際の課題に対する対応案 

認証（本人確認） 現在、国において認証基盤の整備が行われており、これらを利用すること

により対処が可能と思われる。 

・公的個人認証基盤 

・商業登記に基礎を置く電子認証制度 

・民間の認証局 
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表４．３．１－６ 課題に対する対応案（２／３） 

項目 電子化する際の課題に対する対応案 

添付書類 行政手続オンライン化関係三法によって、一部の手続きでは添付書類が

電子的に取り扱うことが可能になり、また国で行っている２６４事務につい

て住民票の写しを添付する必要がなくなった。同様に、各地方自治体に

おいて個別で定めている条例、規則の改正が必要になる。 

添付書類は、その必要性について検証し廃止・削減を図ることを検討す

る必要がある。また、認証基盤の整備により本人確認のための添付書類

が不要となる場合がある事なども考慮する必要がある。ただし、この場合

でも制度の改正は必要となる。 

申請手数料等の収納

方法 

手数料が必要となる申請・届出手続きは、ＭＰＮ等オンラインでの手数料

決済手段が整備されることによって対処可能である。不動産登記法の登

記簿の写し請求や、商業登記法の登記簿の謄本交付請求等、法令上で

手数料の納付を印紙によって義務づけている手続きについては、行政手

続オンライン化関係三法により現金による納付も可能となったものもありオ

ンラインを利用して手続きを行う場合の納付方法についての規定の整備

が行われた。各地方自治体でも、条例等により印紙による手数料の納付

を義務づけている手続きを、オンラインを利用して行う場合、条例等の改

定を行うことが必要となる。 

窓口に出向く必要性 本人確認や対面審査等が必要とされているため窓口に出向く必要がある

手続きについて、本当に窓口に出向く必要があるのかを事務の見直しか

ら行い、必要がないと判断された手続きについて、法令・条例等の改正に

より廃止を行わないと電子化する効果があまり見込めない。 

法令・条例等 条例・規則等に関しては各自治体ごとで規定されているので、法令や政

省令に比べて比較的改正しやすいと思われる。 

また、法令や政省令に関しては国主導による改正となり整備が困難なこと

も予想される。これらは国が改正を行うことにより電子化が可能となる。 

到達時期 申請・届出手続きの到達時期について、窓口で受け付ける場合「記入漏

れがないか」、「添付資料に足りないものが無いか」、「印紙等が貼り付け

られているか」等の形式的な確認が終了した時点で申請・届出書の到達

と考えるが、電子的に受け付ける場合も同様に形式的な確認が完了した

時点が到達となる。「添付資料」「手数料の収納方法」等、課題があるがこ

れらの仕組みを確立することにより対応は可能と考える。また、到達保証

について申請・届出書を受理したことを保証するために受理通知を返却

するなどの仕組みを検討する必要がある。 
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表４．３．１－６ 課題に対する対応案（３／３） 

代理申請 代理人による申請に関しては 

・委任状が不要な代理申請 

・委任状が必要となる代理申請 

の２点がある。血縁者等による一般的な代理申請では委任状が不要なも

のもあり比較的電子化を行うことが容易である。委任状が必要となる代理

申請では、委任状の電子化の対応について検討の必要がある。また、資

格を有する代理人による代理申請では、代理人の証明手段について検

討の必要があり、それには士業認証局が考えられる。しかし現在行政書

士等の一部の士業では、専用の認証局を立ち上げているが、全ての士業

が各々の専用認証局を構築するかについても明確にはなっていないの

が現状である。 

委任状を含めて代理人の証明手段については国が検討中であるが、具

体的な対応案は示されておらず、今後その検討結果に注視しシステム化

を行う必要がある。 

外字 電子化における外字対応については国としても課題と考えているが汎用

受付システムの基本仕様（第二版・中間報告）でも具体的な解決案は示さ

れておらず、今後国の動向を考慮して検討する必要がある。 

申請の取下げ 申請の取下げをシステム的に行う場合、取下げを要求している申請者

が、当該申請を行ったものであることを確認する必要がある。システムとし

て取下げ用の画面を用意し処理を行う、申請状況確認画面にて取下げ

機能を用意し処理を行う等の方式をとることにより、申請者はシステムにロ

グインをしないとこれらの機能は使用できないため、取下げ要求をしてい

る申請者が当該申請を行ったものであると特定することができる。 

補正の指示 システム的に行う「形式審査」は必須項目の記入漏れ等の「記載内容チェ

ック」等であり、当該申請書に関連した書類が添付されているか、添付書

類の内容が正しいか等の確認は審査を行う担当者の目視での確認とな

る。目視による審査時に不備が判明した場合、申請者に対して修正内容

を通知し補正を指示する必要がある。望ましい方式として補正指示の内

容を担当者がシステムに登録をし、補正指示の内容を申請者にダウンロ

ードさせる。補正が必要な旨を申請者に知らせる為に補正内容をシステ

ムに登録時にメール等により通知を行う事が望ましい。 

その他 その他の課題であげたものは、電子化が困難なものや電子化する必要

性、メリットが低いものと考えられるため対応案に対する検討の優先度は

低いと考える。 
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ウ システム化の有効性について 

（ア）手続きの受付件数からみた有効性 

申請・届出手続きにおいて市町に対しアンケート調査を行った。アンケート調査結

果は、４．３．１（２）イにも記述しているが、年間受付件数が多い手続きは以下のとおり

である。 

・住民票の写しの交付申請 

・印鑑証明書交付申請 

・戸籍謄（妙）本の交付申請 

受付件数の多い手続きを電子化することにより、利用者の利便性も向上され費用対

効果も見込まれると考えるが、上記の３手続きに関しては現在の運用でも即日で交付

が行われていることから、交付物の電子化を行いオンラインで交付が実現されないと、

メリットも半減することが考えられる。 

市役所、町役場の窓口以外に、サービスセンタ等の受付・交付施設を整備すること

による地域格差の解消や運用時間帯を夜間・休日に延長することによる住民サービス

向上に努めている自治体も多く存在する。そのため、受付件数の多い手続きを電子化

することにメリットがあるとは一概に言い切れないと考える。 

 

（イ）手続きの性格からみた有効性 

各手続きには、事務の運用等によってそれぞれ異なった性格があり、性格によって

電子化に向いているもの、不向きなものがあると考えられる。本項では、手続きの性格

による電子化への有効性の検証を行う。 

前項でも記述したが、申請者からの申請に対して行政機関からの交付物があるよう

な手続きは交付物の電子化が行われ、オンラインによる交付が実現されないと、結局

は窓口に出向く必要があるため、メリットも半減すると考えられる。 

また住民基本台帳ネットワークとの関連を考えると、Ｈ１５年８月に希望する住民に

交付が予定されている住基カードにより、住民票の写しの添付が必要なくなることも考

えられることから、電子化を検討する上で考慮しておく必要がある。 

市町へのインタビュー結果において、複数の市町で入札・調達を行う際の業者の入

札参加資格者登録申請が電子化されれば、業者・行政機関共メリットがあるという回答

を得ている。市町によって件数にバラつきはあるが、平均で１,０００件ほどの業者が登

録されていることがアンケートより結果がでている。 

入札参加資格者申請業務の電子化を行うことにより、業者は市町の窓口に出向い

て申請書を入手・提出しないでも、様式取得・提出がオンラインで可能となることで費

用対効果もかなり期待できると考えられる。また、共同運営システムとして様式が標準

化され窓口も一本化されることにより、市町単位で様式が異なることがなくなり、また一

回の申請で複数市町の入札に参加できるというメリットも考えられる。市町側のメリットと



 

４－２３ 

して、現在平均で１,０００件ほどの入札参加資格者申請に対しての対面審査がなくな

り事務の効率化が図れることが考えられる。 

 

エ 様式の標準化 

共同運営システムとしての開発コストや維持コストをおさえ、運営効率を高めるために

は、申請・届出様式の標準化を行うことが望ましいと考える。各市町が共同運営システム

にて統一化された申請・届出様式を利用するためには申請・届出様式の標準化の検討

を行う必要がある。 

ただし、中には、独自の申請・届出書様式でないといけないという市町もある可能性は

出てくるがその場合は、様式の個別開発（個別要望）という形で対応する必要がある。 

しかし、アンケート調査を行なった申請・届出手続きの上位５手続きに関してインタビュ

ー調査を行なった結果、条例・規則の改正が必要な様式もあるが、基本的に必要事項

が網羅されていれば現行の様式が変更されても差し支えないとの回答を得ている。 

実際に共同運営システムにて対象とする申請・届出様式の標準化を検討する際には、

各市町に対して様式単位での詳細な調査が必要になると考える。 

 

オ 手続きの見直し 

各市町で行われている申請・届出手続きは、同一手続きでも市町毎に事務の処理手

順等に異なる部分があると考えられる。共同運営化する際には、手続き標準化の検討に

伴い、各市町における内部事務の簡素化、効率化も含めて、制度や事務手続き方法の

見直しも重要である。 

 

カ まとめ 

以上のことから、共同運営システムにて対象とする手続きの絞込みを検討する際には、

まずは課題のないものや対処可能なものを対象とし、さらに受付件数や手続きの性格等

を考慮して、有効性の高い手続きに絞り込んで行き、システム化対象範囲の特定を行う

ことが妥当と考えられる。 

また各市町の財政事情を考慮すると、一部に個別構築指向が見られるものの、全般

的には、市町単独で個別構築するには財政的な負担が重く、特に小規模自治体にお

いては、共同運営システムに対する期待が大きい。 

 


